
令和５年度第２回上越市人にやさしいまちづくり推進会議 次第 

 

 

日時：令和 6年 2月 22日（木）午後 2時～ 

会場：上越市役所第一庁舎 4階 401会議室 

 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 挨拶 

 

 

 

３ 議題 

 

（1）第 5次人にやさしいまちづくり推進計画 令和 5年度実施計画進捗状況について 

…資料№1-1 

…資料№1-2 

 

 

 

 

（2）第 5次人にやさしいまちづくり推進計画 令和 6年度実施計画（案）について 

…資料№2-1 

…資料№2-2 

 

 

 

 

 

4 閉会 



資料№1-1 

1 

 

第 5次人にやさしいまちづくり推進計画に係る令和 5年度実施計画進捗状況 

 

１ 事業の実施状況及び目標達成状況 

 

第 5 次人にやさしいまちづくり推進計画令和 5 年度実施計画に掲げた 90 事業の実績見

込みについて評価を行った。事業の実施状況については、77 事業が計画どおり実施（100％）、

12 事業が計画をほぼ実施（80％以上）となり、事業実施については、1 事業を除き計画ど

おり各種事業を実施できる見込みである。 

また、事業の目標達成状況の見込みについては、74 事業が目標達成（100％）、15 事業が

目標をほぼ達成（80％以上）できる見込みである。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症が 5 類感染症に移行したことで、各事業がコロナ

禍前と同様に行えたことに加え、人の動きが活発化したことも要因となり、事業目標の達

成に至った。 

 

基本方針 施策の方向 
資料 1-2

対応頁 
事業数 

担当課の評価 

上段：事業実施 

下段：目標達成 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

1 誰もが理解し

合えるまちづく

り 

人にやさしいまちづくりの普及啓

発 
1 1 

1    

1    

相談・支援体制の充実 1～3 11 
11    

11    

2 誰もが学べる

まちづくり 
自立・共生を目指す学校教育環境

の充実 
4 3 

3    

3    

市民の多様な学習・スポーツ機会

の充実 
5 3 

 3   

 3   

3 誰もが働ける

まちづくり 雇用機会の創出 6 4 
4    

4    

職業能力や人材の育成 7 3 
3    

3    

4 誰もが健康に

暮らせるまちづ

くり 

健診・保健指導等の推進 8～9 6 
6    

5 1   

地域医療体制の充実 9 3 
3    

3    

高齢者福祉の推進 10～11 10 
8 2   

9 1   

障害者福祉の推進 12～13 11 
11    

10 1   

子育て・療育支援の充実 14 3 
3    

3    
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基本方針 施策の方向 
資料 1-2

対応頁 
事業数 

担当課の評価 

上段：事業実施 

下段：目標達成 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

5 誰もが互いに

支え合うまちづ

くり 

ボランティア活動や地域での支

え合い活動のための環境づくり 
15 6 

4 1 1  

3 3   

6 誰もが安心し

て暮らせるまち

づくり 

防災対策や避難支援体制の充実 16 5 
3 2   

3 2   

自主防災活動の推進 17 1 
 1   

 1   

防犯対策の充実 17 3 
3    

3    

除雪対策の充実 18 4 
3 1   

3 1   

7 誰もが快適に

暮らせるまちづ

くり 

公共施設におけるユニバーサル

デザインの推進 
19 1 

1    

1    

民間施設におけるユニバーサル

デザインの推進 
19 1 

1    

  1  

誰もが暮らしやすい居住環境の

整備 
19 4 

3 1   

3 1   

8 誰もが移動し

やすいまちづく

り 

地域公共交通の利便性の向上 20 4 
3 1   

3 1   

安全・安心な歩道・道路の整備 20 3 
3    

3    

合  計 90 
77 12 1  

74 15 1  

※凡例 

上段・事業実施 Ａ：計画どおりすべて実施（100％） Ｂ：計画をほぼ実施（80％以上） 

Ｃ：計画どおり実施できなかった Ｄ：未実施 

下段・目標達成 Ａ：目標達成（100％） Ｂ：目標はほぼ達成された（80％以上） 

Ｃ：目標を達成できなかった Ｄ：未実施 
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２ 事業実施状況がＣ評価(計画どおり実施できなかった）であった事業 

・1 事業 

資料 1-2 

対応頁 
基本方針 事業№、内容 目標 評価 担当課 

15 

5 

誰もが互

いに支え

合うまち

づくり 

№60 

地域コミュニ

ティが抱える

課題を解決す

るための支援

を行います。 

・住民組織や町内

会等へ話し合いを

支援するファシリ

テーターの派遣を

行い、地域の課題解

決を支援する。 

＊新規実施団体 1 

＊フォローアップ 

団体 1 

 

・令和 4 年度に実施した

清里まちづくり振興会の

フォローアップを 1 月 27

日（土）に開催した。 

 

・新規実施については、3

月末までに実施する予定

であったが、応募団体の

事業内容の思い違い等が

あり、実施に至らなかっ

た。今後は、周知の方法を

検討していく必要があ

る。 

 

地域 
政策課 

 

 

３ 事業の目標達成状況がＣ評価(目標を達成できなかった）であった事業 

・1 事業 

資料 1-2 

対応頁 
基本方針 事業№、内容 目標 評価 担当課 

19 

7 

誰もが快

適に暮ら

せるまち

づくり 

№79 

民間の公共的

施設が誰もが

使いやすい施

設となるよう、

新潟県福祉の

まちづくり条

例に基づき協

議や指導、助言

を行います。 

・民間の公共的施

設について、県福祉

のまちづくり条例

整備マニュアルに

基づく協議、指導、

助言を実施し、マニ

ュアルに基づく整

備を推進すること

により、利用者の安

全かつ快適な利用

を図る。 

・適合率を 55％（県

の目標値）以上とす

る。 

・新潟県福祉のまちづく

り条例整備マニュアルに

基づく協議を行ったが、

目標に達しなかった。 

※適合率 8.3% 

（第 3 四半期まで） 

 

・施設用途により適合に

向けた意識に傾向がある

ものの、適合率が目標に

達していないことから、

指導を徹底したい。 

多文化
共生課 

 



(1)人にやさし
いまちづくり
の考え方を理
解し認め合う
ための広報や
教育・学習を
推進します。
また、日常生
活の中で起き
た困りごとに
ついての相談
窓口や支援体
制を整えま
す。

①人にやさ
しいまちづ
くりの普及
啓発

1 人にやさしいまちづく
り、ユニバーサルデザイ
ンの考え方を広く普及す
るために、啓発活動のほ
か、学校や地域での学習
推進を図ります。

・市職員研修
・教員研修
・普及啓発パン
フレット、冊子
配布

- 有

・研修受講者が、人にやさし
いまちづくりやユニバーサル
デザインの考え方を理解し、
業務に取り入れたり、授業等
の中で子どもたちに伝えたり
するなど、それぞれの立場に
おいて活用できる状態とす
る。

・普及啓発パンフレット・冊
子や広報を利用し、市民や企
業に人にやさしいまちづくり
やユニバーサルデザインの考
え方を普及する。

＊目標値：人にやさしいまち
づくり推進の取組及びユニ
バーサルデザインの学習者数
165人

・採用3年目職員研修の実施（1回）
・教職員研修の実施（1回）
・市民や企業への普及啓発パンフレッ
ト、冊子配布
・地域の集まりや企業訪問の際に説明
を実施（随時）
・関連団体（社会福祉協議会等）のイ
ベント等での市民への普及啓発
・小中学校でのユニバーサルデザイン
に関する授業の実施や出前講座の実施
依頼

・小学校でのユニバーサルデザインに
関する授業の実施
　＊ 6/ 7 富岡小学校 5・6年生 32人
  ＊11/16 大和小学校 4年生 34人
　＊12/ 8 上杉小学校 5・6年生 19人
　＊ 2/ 2 柿崎小学校 3年生35人
　　　　　　　　　　 4年生33人
・教職員研修（3年目悉皆研修）
　＊ 8/22　66人受講
・採用3年目市職員研修
　＊1/19　31人受講
・小中学校への出前講座の周知や研修
時に普及啓発パンフレット、冊子を配
布
・建築士会上越支部講習会でユニバー
サルデザイン指針の周知
　＊2/14実施　　　　　合計 250人

・広報上越6月号から5回にわたりユニ
バーサルデザインの理解に向けた連載

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・教職員研修では、「初めて知った
内容があった」「自分の今度の授業
に活かしたい」などの意見が聞か
れ、有意義な研修となった。

・小学校の授業のでは、「こんなに
も自分の身の回りにユニバーサルデ
ザインがあったということに初めて
気づいた」、「友達や家の人だけで
なく、知らない人にも『お手伝いし
ましょうか』との声掛けができる人
になりたい」などの感想が寄せられ
た。

多文化共生課

②相談・支
援体制の充
実

2 様々な権利侵害からの保
護や救済と同時に、障害
のある人が権利を行使で
きるよう保障するための
環境を作ります。

・障害のある人
の権利擁護の取
組を推進

- 有

・障害者差別解消支援法の趣
旨等を市民、事業者、支援者
等に周知することで、障害を
理由とした差別の解消や障害
のある人への合理的配慮の提
供が推進されるよう、環境整
備を図る。

・差別事案等の相談・情報提
供がしやすい体制を整理する
ことで、事案発生の実態把握
を進める。

・上越市障害者差別解消支援地域協議
会の開催

・障害者差別解消に資する周知啓発の
実施

・障害を理由とする差別事案の情報収
集

・上越市障害者差別解消支援地域協議
会の開催（R6年3月11日開催）

・市内企業や福祉サービス事業所へ普
及啓発パンフレット等の配布

・相談支援事業所及び地域包括支援セ
ンターからの情報収集

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・各種啓発活動により、障害者差別
解消や合理的配慮の提供に向け市民
の理解促進を図ることができた。

福祉課

3 障害児や障害者及びその
家族などが生活全般につ
いて相談しやすい環境を
整備します。

・すこやかなく
らし包括支援セ
ンターを中心と
した相談支援事
業の実施

- 有

・障害のある人が適切な相談
を受けられることで、安心し
て地域で生活できるよう、関
係機関における相談支援の質
の向上を図る。

・地域生活支援拠点を中心に、地域包
括支援センターや相談支援事業所等を
対象とした研修会（事例検討会）の開
催：月１回開催

・地域包括支援センターや相談支援事
業所等を対象とした研修会（事例検討
会）の開催：月１回開催

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・関係機関の連携・協力体制の強化
が図られたことで、より相談しやす
い相談支援環境が整えられたほか、
研修会により相談支援専門員等の育
成に取り組むことができた。

福祉課

4 家族や生活に関して女性
が抱えるあらゆる諸問題
に対し、助言・支援など
を行うための相談体制を
整備します。

・女性相談の実
施

- 有

・適切な助言・支援等を行う
ことで相談者が安心して生活
を送れる状態にする。また、
配偶者等からの暴力被害に
あっている相談者に対して
は、関係機関等と連携しなが
ら、安全確保が図られる状態
にする。

・女性相談員を配置し、様々な悩みや
問題等の相談を受け付け、必要な支援
を講じる。

＊相談員  3人
＊相談時間  月～土曜日 9:00～17:00
（毎週火曜日は電話相談のみ19:00まで
延長）
＊日曜・祝日・年末年始・毎月第3水曜
日は休み。その他出張相談あり（事前
予約制）

・女性相談員を配置し、様々な悩みや
問題等の相談を受け付け、必要な支援
を講じた。

＊相談員  3人
＊相談時間  月～土曜日 9:00～17:00
（毎週火曜日は電話相談のみ19:00まで
延長）
＊日曜・祝日・年末年始・毎月第3水曜
日は休み。その他出張相談あり（事前
予約制）

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・必要に応じて、庁内の関係課や県
の女性相談所、児童相談所、また、
警察署などの関係機関と連携・協力
しながら適切な助言・支援に努めた
ことにより、相談者が安心して生活
を送ることができ、ＤＶ被害者に対
しては安全確保が図られる状態にす
ることができた。

多文化共生課
(男女共同参画
推進セン
ター）

5 高齢者の権利擁護などに
関する相談体制を整備し
ます。

・高齢者相談の
実施

- 無

・地域包括支援センターにお
いて高齢者の権利擁護などに
関する相談に対応している。

・地域包括支援センター職員
の対応力の向上を図る研修会
を開催し、相談に適切に対応
できるようにする。

・地域包括支援センター職員を対象
に、高齢者虐待や成年後見制度などに
関する研修会を開催する。

・地域包括支援センター職員を対象に
成年後見制度や認知症、介護予防に関
する研修会を開催した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・地域包括支援センター職員を対象
に研修会を開催し、対応力の向上を
図り、相談に適切に対応することが
できた。

すこやかなく
らし包括支援
センター

基
本
目
標

計画
（具体的な取組内容）

目標

予
算
計
上
の

有
無

取
組
の
方
向
性

第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）

事業計画事業内容No.
基
本
方
針

担当課

誰
も
が
互
い
を
尊
重
し
理
解
し
合
え
る
ま
ち
の
実
現
を
目
指
し
ま
す

1
 
誰
も
が
理
解
し
合
え
る
ま
ち
づ
く
り

施策の方向

資料№１－２

1



基
本
目
標

計画
（具体的な取組内容）

目標

予
算
計
上
の

有
無

取
組
の
方
向
性

第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）

事業計画事業内容No.
基
本
方
針

担当課
施策の方向

資料№１－２

6 外国人市民が暮らしやす
い環境づくりを進めるた
め、相談業務を充実しま
す。

・外国人相談の
実施

見
直
し

有

・外国人相談窓口を開設し、
安全・安心な生活を送ること
ができるようにする。

・上越国際交流協会に委託し、外国人
相談窓口を開設する。
＊開設：月～水、金曜日 10:00～17:00
　　　　木曜日 13:00～19:00
＊休み：土曜・日曜・祝日
        年末年始
　　　　毎月第3水曜日
＊言語：木曜午後は英語
　　　　ほかの曜日は中国語
＊R5年度は試験的に木曜夜間開設

・上越国際交流協会に委託し、外国人
相談窓口を開設した。
＊開設：月～水、金曜日 10:00～17:00
　　　　木曜日 13:00～19:00
＊相談件数：273件

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・外国人相談窓口を開設し、外国人
市民が安全・安心な生活を送るため
の各種相談に対応し、解決に向けて
支援することができた。

多文化共生課

7 子どもの虐待、いじめ、
差別、その他子どもの権
利の侵害の予防・早期救
済を図るとともに、連
絡・相談体制の充実を図
ります。

・子どもの虐
待、いじめ、差
別、その他子ど
もの権利の侵害
の予防・対応
（訪問や相談、
研修会や会議等
の開催、育児等
のアドバイス、
情報交換や交
流）
・要保護児童対
策地域協議会の
運営
・いじめ問題対
策連絡協議会等
の運営

- 有

・児童相談所等の関係機関と連
携し、児童虐待の早期発見・早
期対応を行うとともに、継続的
な見守り支援を通して、保護者
に寄り添い、子どもの虐待を未
然に防ぐ。

・子どもの権利について、子ど
も自身と市民が正しい知識を持
ち、権利を尊重する意識と行動
を身につける。

・虐待、いじめ、差別などから
子どもの権利が侵害されないよ
う、教職員の研修を充実し、資
質を高める。

・いじめ問題対策連絡協議会等
の開催により、関係団体との情
報交換や連携を図る。

・学校だけでは解決が困難な
ケースについて、ＪＡＳＴ（上
越あんしんサポートチーム）が
関係機関と連携を図りながら学
校を支援し、早期解決する。

・年1回、上越市要保護児童対策地域協議
会代表者会議を開催するとともに、隔月で
実務者会議を開催する。
・個別ケースについて、必要に応じて検討
会議を開催するとともに、関係機関等と連
携し支援する。
・児童虐待防止推進月間において、広報上
越やＦＭじょうえつ等で虐待に関する相談
窓口の周知を行う。
・市民向けの「子どもの虐待予防出前講
座」や保育士や教職員向けの「虐待対応研
修」を開催する。
・子どもの権利学習教材「えがお」を使用
した子どもの権利学習を市立全小中学校の
授業に取り入れて実施する。
・いじめ問題対策連絡協議会等を開催す
る。
・学校だけでは解決が困難なケースについ
て、ＪＡＳＴ（上越あんしんサポートチー
ム）が関係機関と連携を図りながら、ス
クールソーシャルワーカーやカウンセ
ラー、担当指導主事を派遣するなどして学
校を支援し、問題の早期解決に努める。

・年1回の上越市要保護児童対策地域協議
会代表者会議及び隔月で実務者会議を開催
した。また、必要に応じて個別ケース検討
会議を開催するとともに、関係機関等と連
携し、個別のケースを支援した。

・児童虐待防止推進月間において、広報上
越やＦＭじょうえつ等で虐待に関する相談
窓口の周知を行った。

・市民向けの子どもの虐待予防出前講座や
保育士や教職員向けの虐待対応研修を開催
した。

・子どもの権利学習教材「えがお」を使用
した子どもの権利学習を市立全小中学校の
授業に取り入れて実施した。

・いじめ問題対策連絡協議会等を開催し
た。

・学校だけでは解決が困難なケースについ
て、ＪＡＳＴ（上越あんしんサポートチー
ム）が関係機関と連携を図りながら、ス
クールソーシャルワーカーやカウンセ
ラー、担当指導主事を派遣するなどして学
校を支援し、問題の早期解決に努めた。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・児童相談所等の関係機関と連携しな
がら、各種会議や研修会等を実施し、
虐待の早期発見・早期対応を行うとと
もに、保護者等の不安や負担感等の軽
減を図った。

・子どもの権利学習教材「えがお」を
使用した子どもの権利学習を市立全小
中学校の授業に取り入れて実施し、子
どもの権利についての知識の普及と意
識の啓発を図ることができた。

・いじめ問題対策連絡協議会等を開催
し、上越市のいじめの現状について情
報を共有した。

・学校だけでは解決が困難なケースに
ついて、ＪＡＳＴ（上越あんしんサ
ポートチーム）が関係機関と連携を図
ることで、学校は、問題の早期対応・
早期解決に努めることができた。

すこやかなく
らし包括支援
センター

こども政策課

学校教育課

8 悩み事や不安の解消に向
け、適切な対応窓口や相
談先の紹介、法律相談の
案内等を行います。

・市民相談の実
施

- 有

・市民の多様な相談に迅速な
対応ができるよう情報収集
し、庁内関係課との連携体制
を維持する。

・木田庁舎に来庁することが
困難な市民に対し、各区総合
事務所からのオンライン相談
の実施する。

・弁護士、司法書士による無
料法律相談の実施する。

・市民相談員1人
・相談時間　月～金曜日　8:30～17:15
・弁護士相談：第１週～第4週の金曜日
午後
・司法書士相談：毎週火曜日午後

・市民相談員1人
・相談件数：246回開催（電話・来庁
1,053件、各区総合事務所からのオンラ
イン相談0件）
・相談時間　月～金曜日　8:30～17:15
・弁護士相談：第1週～第4週の金曜日
午後…44回開催（153件）
・司法書士相談：毎週火曜日午後…44
回開催（115件）

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・弁護士、司法書士による無料法律
相談を実施するとともに、庁内関係
課との連携により、多様な相談に対
し適切な窓口を案内して、相談者の
不安解消が図られた。

・木田庁舎に来庁せずとも自宅に近
い総合事務所で相談が行えるようオ
ンラインによる相談環境を整え、市
民の利便性向上を高めることができ
た。

総務課
（市民相談セ
ンター）

9 消費者と事業者との間に
生じた商品やサービスに
関する苦情などについて
相談を受け付けます。

・消費生活相談
の実施

- 有

・的確で迅速な相談窓口対応
に努め、安心な消費生活の確
保を図る。

・出前講座や啓発、情報発信
等を通じて、消費者被害の防
止に努める。

・木田庁舎に来庁することが
困難な市民に対し、各区総合
事務所からのオンライン相談
の実施する。

・消費生活相談員3人
・相談時間　月～金曜日　8:30～17:15
・多重債務相談：市民相談センターの
弁護士、司法書士相談の中で実施

・消費生活相談員3人
・相談件数：電話・来庁1,002件、各区
総合事務所からのオンライン相談1件
・相談時間：月～金曜日　8:30～17:15

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・相談に適切に対応するよう、相談
に係る最新の参考情報を収集すると
ともに、出前講座等の啓発活動を通
じ、消費者被害防止に取り組み、消
費生活における不安解消が図られ
た。

・木田庁舎に来庁せずとも自宅に近
い総合事務所で相談が行えるようオ
ンラインによる相談環境を整え、市
民の利便性向上を高めることができ
た。

総務課
（消費生活セ
ンター）
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）

事業計画事業内容No.
基
本
方
針

担当課
施策の方向

資料№１－２

10 外国人の社会参加を推進
するため、日本語教室を
開催します。

・日本語教室の
開催

- 有

・外国人市民が日本語を効果
的に習得できるよう学習環境
を確保するとともに、日本人
市民との交流の場を提供す
る。

＊目標値：生活日本語教室開
設：90回

・上越国際交流協会に委託し、外国人
市民を対象とした生活日本語教室を開
催するとともに、上越国際交流協会が
実施する交流事業の情報提供を行う。

・外国人市民の集住地区に出向き、講
座を開催することで、受講しやすい環
境を整えるとともに、地域との交流促
進に繋げる。

・上越国際交流協会に委託し、外国人
市民を対象とした生活日本語教室を開
催するとともに、上越国際交流協会が
実施する交流事業の情報提供を行っ
た。
＊水曜（10:00～11:30）
　木曜（18:00～19:30）
＊土曜（10:00～11:30）
　日曜（13:30～15:00）
＊教室開設：90回
＊述べ受講者数：470人

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・外国人市民に向けた当教室では、
受講者のニーズやレベルに応じた学
習内容とすることで、効果的な学習
環境を提供し、日本語の習得に効果
を上げることができた。

・外国人集住地域に教室を開催し、
外国人市民と地域住民との交流を図
ることができた。

多文化共生課

11 ユニバーサルデザインに
配慮した広報紙づくりに
取り組みます。

・読みやすさに
配慮したＵＤ
フォントを使用
したページ作成

- 有

・年代を問わず多くの市民に
読まれ、より内容が伝わりや
すい広報紙を作成する。

・毎号の広報上越について、ＵＤフォ
ントの使用や配色、レイアウトなどの
紙面デザインの工夫により、読みやす
さ、伝わりやすさに配慮し作成する。

・毎号の広報上越について、ＵＤフォ
ントの使用や配色、レイアウトなどの
紙面デザインの工夫により、読みやす
さ、伝わりやすさに配慮し作成した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・手に取って読んでみようと思って
もらえる表紙づくりのほか、特集記
事を始めとする全てのページについ
て、読者目線に立った分かりやすい
表現を用いると共に、見やすく読み
進めやすいレイアウトや配色、フォ
ント選びなどを心がけたことによ
り、市民に様々な市政情報を分かり
やすく伝えることができた。

広報対話課

12 広報媒体に外国語翻訳を
付加し、外国人の市政に
対する理解を深めます。

・市ホームペー
ジの翻訳機能
（英語、韓国
語、中国語（簡
体、繁体）、ベ
トナム語、ミャ
ンマー語、タガ
ログ語）
・市勢要覧の翻
訳資料発行（英
語、韓国語、中
国語（簡体、繁
体）） - 有

・市の広報媒体に外国語翻訳
を付加することにより、外国
人による市政への理解を深め
る。
・広報上越等の市政情報を多
言語で配信し、外国人市民が
必要な情報を見ることができ
る環境を整える。

・市ホームページのトップページに民
間サービスの翻訳機能（英語、韓国
語、中国語（簡体、繁体）、ベトナム
語、ミャンマー語、タガログ語）を引
き続き配置する。

・R5.3月発行の改訂版市勢要覧の翻訳
資料（英語、韓国語、中国語（簡体、
繁体）について、視察や研修、交流事
業などで当市へ外国人を迎える際や、
当市から海外へ出かける際に、当市を
紹介するための資料として活用する。

・多言語対応情報発信ツールを活用
し、広報上越等の市政情報を多言語で
配信する。

・市ホームページのトップページに、
民間サービスの翻訳機能（英語、韓国
語、中国語（簡体、繁体）、ベトナム
語、ミャンマー語、タガログ語）を引
き続き配置した。

・令和6年能登半島地震の発生に伴い、
トップページに掲載したスライド画像
（地震関連情報をまとめたポータル
ページに遷移）に英語表記を掲載し
た。

・ホームページを通じた情報入手の利
便性向上のため、より一層分かりやす
い表記や画面構成に取り組んだ。

・改訂版市勢要覧の発刊（R5.3月）に
あわせて、市ホームページに外国語
（英語、韓国語、中国語（簡体、繁
体））に翻訳したＰＤＦデータを掲載
した。

・多言語対応情報発信ツールを活用
し、広報上越等の市政情報を多言語で
配信した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・「まちの名刺」として活用する改
訂版市勢要覧の翻訳版データ掲載を
含め、外国人市民が市ホームページ
を通じて行政情報を入手できる環境
を維持した。

・多言語対応情報発信ツールを活用
することによって、即座に多様な言
語への変換が可能となり、広報上越
を多言語で発信することができた。

広報対話課

多文化共生課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）
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基
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施策の方向

資料№１－２

2
　
誰
も
が
学
べ
る
ま
ち
づ
く
り

(1)児童・生徒
のニーズに応
じた支援を推
進するととも
に、市民の生
涯を通じた多
様な学習・ス
ポーツ機会の
拡充を推進し
ます。

①自立・共
生を目指す
学校教育環
境の充実

13 特別なニーズのある児童
生徒にきめ細かい教育を
実施するとともに、就学
の場や内容について支
援、助言を行います。

・就学アドバイ
ザーによる就学
相談
・巡回相談員に
よる学校訪問
・教育補助員な
どの配置による
特別な支援が必
要な児童生徒の
学習や学校生活
の支援
・ニーズに応じ
た合理的配慮の
ための校内体制
の構築

- 有

・就学アドバイザーによる就
学相談により、就学がスムー
ズにできるようにする。

・巡回相談員による学校訪問
により、特別な支援が必要な
児童生徒の支援方策について
共通理解し、学校体制を整
え、自校で対応できる学校を
増やす。

・教育補助員などの配置に
よって特別な支援が必要な児
童生徒の学習や学校生活の支
援を充実させ、安心して学校
生活が送れるようにする。

・適切な就学相談の実施や特
別支援教育の充実を図る。

・就学アドバイザーによる就学相談を
実施し、保幼小のつなぎをスムーズに
する。

・巡回相談員による学校訪問を実施
し、児童生徒の相談を行う中で校内の
特別支援教育体制の構築を図る。

・特別ニーズのある児童生徒の学習や
学校生活の支援を行い、校内の支援体
制を充実させるため、教育補助員など
を配置する。

・適切な就学相談を実施するための園
への周知、各種研修の実施、「わたし
のきろくファイル」の確実な配付を行
う。

・就学アドバイザーによる就学相談の
実施を3月から8月下旬の時期に実施。
年長児の要請訪問を4月から6月に実
施。次年度の就学相談に向けた年中児
訪問を10月下旬から2月に実施予定。小
学校訪問（15校）を7月から9月に実
施。

・巡回相談員による相談回数は98回。
(昨年度の729回は相談員の研修や打合
せ、検査実施を含む数値。令和4年度の
相談回数は67回。)

・資質向上のため、教育補助員、介護
員、学校看護師向け研修会を4月と6月
に実施。

・4月のコーディネーター研修の実施、
小学校訪問の実施によって適正な指導
計画と支援計画の作成への助言、「わ
たしのきろくファイル」の配付と配付
状況について年2回（8月、12月）実
施。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・就学アドバイザー訪問を計画通り
に進めることができた。

・相談員を発達障害部、言語障害
部、難聴部、特別支援学級部に分
け、相談内容に応じてより専門性を
発揮したことにより、適切な助言か
ら小中学校の校内支援体制が強化さ
れた。

・学校事情に応じた配置や年2回の
研修などにより、児童生徒に必要な
支援を教育補助員、介護員、学校看
護師が行った。

・研修、訪問を計画通りに進めるこ
とができている。「わたしのきろく
ファイル」については、8月と12月
にチェック日を設けているため、確
実に配付ができている。

学校教育課

14 家庭の経済的負担を軽減
するため、入園・保育や
就学にかかる費用を補助
します。

・幼稚園児：入
園料・保育料の
補助
・児童生徒：学
用品の購入費、
給食費等の援助

- 有

・児童生徒：経済的な理由に
よって、就学困難と認められ
る児童生徒の保護者に対し、
学用品費や給食費の一部又は
全部を援助することにより、
経済的負担を軽減する。

・幼稚園児：市立幼稚園に通
う全ての園児の保育料を無償
とすることで、保護者の経済
的負担を軽減する。

・児童生徒：援助を必要としている保
護者へ確実に援助できるよう、制度の
周知を徹底する。
＊周知方法：全児童生徒の保護者に年3
回制度案内を行う。広報上越、市ホー
ムページへの制度案内の掲載を行う。

・幼稚園児：国の制度に基づき、市立
幼稚園に通う全ての園児の保育料を無
償とする。

・児童生徒：援助を必要としている保
護者へ確実に援助できるよう、制度の
周知を行った。
＊周知方法：全児童生徒の保護者に制
度案内を4月に配布するとともに、2学
期及び3学期の開始時期にも保護者宛て
一斉連絡メールを配信した。また、広
報上越（4月号）及び市ホームページへ
の制度案内の掲載を行った。

・幼稚園児：国の制度に基づき、市立
幼稚園に通う全ての園児の保育料を無
償とした。
＊対象幼稚園児：26人

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・児童生徒：制度の周知徹底によ
り、経済的事由から就学困難と認め
られる児童生徒の保護者に対し、学
用品や給食費等の援助を行い、経済
的負担を軽減することができたもの
と考える。

・幼稚園児：国の制度に基づき、市
立幼稚園に通う全ての園児の保育料
を無償とした。

学校教育課

15 高校、大学進学者の家庭
の経済的負担を軽減する
ため、奨学金の貸付を行
います。

・奨学金の貸付

- 有

・経済的理由等により修学が
困難な学生に対して奨学金の
貸付を行うため、制度の周知
と奨学生の募集を行う。

・経済的理由により修学が困難な学生
に対して奨学金の貸付けを行うため、
制度の周知を徹底し、奨学生の募集を
行う。

＊周知及び募集回数：2回（予約募集、
在学募集）

＊募集方法：広報上越や市ホームペー
ジを活用するとともに、市内の中学
校、高等学校、採用実績の多い大学等
へ案内を送付する。

・経済的理由により修学が困難な学生
に対して奨学金の貸付を行うため、制
度の周知及び奨学生の募集を行った。

＊周知及び募集回数：3回（予約募集、
在学募集、募集期間の延長）

＊広報上越（3/1号、10/1号）及び市
ホームページへ募集案内を掲載すると
ともに、市内外の中学校、高校、大学
等、合計112施設宛に募集要項を送付し
た。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・制度の周知徹底を行うことで、経
済的理由により修学が困難な学生へ
の支援を行うことができたと考え
る。

・また、新型コロナ感染症の感染拡
大に伴い、在学募集の期間を令和5
年12月末まで延長することで、募集
延長期間に1件の申請があり、支援
することができた。

・予約募集については、5件の申請
があり、全員を採用することができ
た。

学校教育課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）

事業計画事業内容No.
基
本
方
針

担当課
施策の方向

資料№１－２

②市民の多
様な学習・
スポーツ機
会の充実

16 自主的な学習活動の高ま
りや、まちづくり活動を
支援するため、公民館に
おいて各種講座を開催し
ます。

・5つの事業の柱
である「学びの
きっかけづく
り」「未来を支
える人づくり」
「育ち合い、支
え合う家庭環境
づくり」「地
域・現代課題に
対応した地域づ
くり」「行動す
る人への支援」
を踏まえた公民
館事業の実施

- 有

・全ての地区公民館で、各種
講座を開催することにより、
多様な学習活動の推進を図
る。

・全ての地区公民館で、学びのきっか
けづくり、未来を支える人づくりに向
けた事業を実施する。
＊該当事業：126事業

・全ての地区公民館で、学びのきっか
けづくり、未来を支える人づくりに向
けた事業を実施済み、または実施予定
にしている。

B：計画をほぼ
実施（80％以
上）

B：目標はほぼ達成
（80％以上）

・公民館において多様な事業を実施
することにより、市民の学びの意欲
や関心を高め、仲間づくりを推進す
ることができた。

社会教育課

17 視覚に障害のある人な
ど、活字による読書が困
難な市民に対し読書環境
の整備を図ります。

・録音図書（カ
セット、ＣＤ、
デイジー図書）
や点字図書の作
製と貸出
・対面朗読サー
ビス

- 有

・活字による読書が困難な方
のために、録音図書や点字図
書などの専用資料を整備し提
供することで、広く図書館
サービスの利用促進を図る。
＊目標：録音図書や点字図書
等の年間貸出タイトル数500タ
イトル

・ボランティア団体と連携し、録音図
書を年間50タイトル程度新規作製する
ことで、蔵書の充実を図る。

・サービスについて広く周知し、貸出
の増進を図る。

・録音図書と点字図書等の12月末時点
の合計の貸出タイトル数は318タイト
ル。年間貸出タイトル数420タイトルの
見込み。

・録音図書の新規作成12月末時点38タ
イトル。録音図書を年間50タイトル程
度新規作製見込み。

・録音図書利用拡大のため、録音図書
体験会を秋の読書週間にあわせて実
施。（来場者9名うち新規登録者3名）

B：計画をほぼ
実施（80％以
上）

B：目標はほぼ達成
（80％以上）

・ボランティア団体との連携により
録音図書の充実を図ることができて
いる。

・録音図書と点字図書等の合計の貸
出タイトル数は目標数に届かない見
込みだが、R5年度12月末時点で318
タイトルとなっており、前年度の
305タイトルを上回っている。

・録音図書等の貸出しは、限られた
利用者による利用が減少傾向の一因
になっていることから、視覚に障害
をお持ちの方に限らず、高齢等によ
り活字本の利用が困難な方へのＰＲ
も引き続き実施していく必要があ
る。

社会教育課
（図書館）

18 子どもから高齢者等、す
べての人がライフステー
ジに応じたスポーツ活動
に参加できるよう、ス
ポーツ機会の充実を図る
など、スポーツ環境を整
備します。

・市広報等への
情報提供
・総合型地域ス
ポーツクラブ等
への支援
・各種講習会等
へのスポーツ推
進委員の派遣
・障害者のス
ポーツ活動の場
の確保及び活動
支援 - 有

・スポーツ活動に参加できる
よう、各種スポーツイベント
を市広報等で情報提供を行
う。

・総合型地域スポーツクラブ
等の活動が円滑に行われるよ
う支援を行う。

・各種講習会等へスポーツ推
進委員を派遣し、スポーツ機
会の充実を図る。

・障害者団体や総合型地域ス
ポーツクラブを始めとした、
様々な団体と連携を図り、幅
広い年代層に障害者スポーツ
や生涯スポーツの理解醸成と
普及促進を図る。

・市内で開催する各種載依頼される各
スポーツ教室や大会を市広報・ホーム
ページを使用して情報提供する。

・総合型地域スポーツクラブの活動を
支援するための会議や研修会を開催す
る。

・地域のスポーツ活動を支援するた
め、スポーツ推進委員を派遣する。

・障害者団体や総合型地域スポーツク
ラブ、スポーツ推進委員などが行う行
事等への相互参加の働きかけ及び支援
を行う。

・市内で開催するスポーツ教室や大会
を市広報・ホームページで市民に対し
情報提供した。

・総合型地域スポーツクラブの会議を
実施し、活動状況の情報共有を図っ
た。また、活動を支援するための研修
会を開催した。

・スポーツ教室や健康教室にスポーツ
推進委員を派遣した。

・スポーツ推進委員会、レクリエー
ション協会及び身体障害者協議会が連
携した市民向けのニュースポーツ体験
会の実施を試みたが、協議が整わず、
実施に至らなかった。

B：計画をほぼ
実施（80％以
上）

B：目標はほぼ達成
（80％以上）

・各スポーツ教室や大会等の情報に
ついて、時期を逸することなく、市
民に対し情報提供ができた。

・総合型地域スポーツクラブの活動
を支援するための研修会を12月17日
に開催し、活動の支援ができた。

・スポーツ教室や健康教室にスポー
ツ推進委員を派遣し、市民の健康づ
くりや体力づくり、生きがいづくり
に寄与することができた。

・障害者団体や総合型地域スポーツ
クラブ、スポーツ推進委員などが相
互協力するための支援について引き
続き働きかけを行う必要がある。

スポーツ推進
課

福祉課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）

事業計画事業内容No.
基
本
方
針

担当課
施策の方向

資料№１－２

(1)誰もが生き
がいをもって
自分らしく暮
らせるよう、
雇用機会の確
保と職業能力
の向上を図り
ます。

①雇用機会
の創出

19 市内企業等への就労を支
援し、雇用の安定につな
がる施策を推進します。

・関係機関等と
連携し、市内企
業の見学や就職
ガイダンス等の
開催
・雇用情報交換
会における施策
の検討
・インターン
シップの促進
・若手社員の早
期離職を防止す
るためのセミ
ナーの開催

- 有

・関係機関等と連携し、市内
企業の見学や就職ガイダンス
等の開催及び家賃の一部補助
を行い市内企業等への就労を
促す。

・インターンシップ登録事業
所を増加する。

・若手社員の早期離職を防止
するためのセミナーを開催
し、地元企業への定着を促
す。

・高校等の市内企業の見学
・就職ガイダンス等の開催
・就労促進家賃補助金の交付
・市内外の学校や市内事業所の訪問
・若手社員の早期離職を防止するため
のセミナー（新入社員、中堅社員、内
定者を対象）を開催。

・高校生企業見学ツアーを8校で実施。
・高校での企業出張説明会を1校で実
施。
・就労促進家賃補助金を新規で50人に
交付。
・市内高校、市内事業所を訪問。
・4月26日～27日、新入社員研修を実
施。
・3月5日、中堅社員研修を実施。
・3月12日、内定者研修を実施。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・高校での企業見学ツアーや企業出
張説明会の実施、市内に転入し就労
した人へ就労促進家賃補助金を交付
することにより、地元企業への就労
を支援するとともに、新入社員研修
等の実施により地元企業への定着を
図ることができた。

産業政策課

20 障害のある人の雇用環境
を向上させるため、事業
者への意識啓発や雇用促
進につながる施策を推進
します。

・関係機関と連
携し障害者合同
就職面接会等の
開催
・障害者雇用啓
発チラシの配布
・障害者多数雇
用事業者の優遇
措置の実施

- 有

・関係機関と連携し障害者合
同就職面接会等を開催し、雇
用促進を図る。

・障害者多数雇用事業者の優
遇措置を実施し、雇用促進と
就労の安定を図る。

・障害者の実雇用率
 （民間企業）

・障害者合同就職面接会を開催
・障害者雇用啓発チラシの配布
・障害者多数雇用事業者の優遇措置を
実施

・障害者雇用啓発チラシを作成し、市
内企業が集まる説明会、研修会の場で
配布するとともに、市ホームページへ
掲載した。

・障害者多数雇用事業者の優遇措置に
より、登録事業者の優先指名を行っ
た。

・上越公共職業安定所と連携し、障害
者合同就職面接会を開催した。
（第1回：9月25日、第2回：2月6日）

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・障害者雇用啓発チラシの作成・配
布、障害者多数雇用事業者の優遇措
置の実施により、障害のある人の雇
用促進及び就労の安定を図った。

・令和5年6月1日時点の上越公共職
業安定所管内における障害者実雇用
率は2.52％で、法定雇用率2.3％を
達成。

産業政策課

21 就職を希望する障害のあ
る人が一般就労できるよ
う就労や雇用の相談、職
場開拓や職場定着の支援
を行います。

・就業・生活支
援センターにお
ける相談支援
・ジョブサポー
ターを設置して
の就労支援

- 有

・就業・生活支援センターに
ジョブサポーターを配置し、
在宅で生活している障害のあ
る人への訪問や実習等の支
援、職場開拓、職場定着に向
けた支援を実施する。

・就労前の支援にあっては、
在宅で生活している障害のあ
る人から就労意欲を持っても
らうため、継続してきめ細か
な連絡や訪問を行い、実習支
援や就労につなげる。

・就業・生活支援センターにジョブサ
ポーターを配置し、次のことを実施す
る。
①就労前支援（就労活動に係る意欲の
増進等）
②訓練支援（障害福祉事業所における
訓練実施に係る調整等）
③実習支援（企業等における実習実施
に係る調整等）
④定着支援（対象者の就労定着に向け
た支援等）
⑤職場開拓（就労先企業等の開拓）

・就業・生活支援センターにジョブサ
ポーターを配置し、障害のある人の就
労や職場定着に向けた相談・支援や就
労先、実習先の開拓に資する取組を
行った。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・障害のある人の意向を踏まえた就
労や職場定着の支援を行うことで、
適切な訓練、実習や一般就労につな
げることができた。

福祉課

22 仕事と家庭生活の調和や
女性の活躍推進を実現で
きる職場環境の改善を進
める施策を推進します。

・ワーク・ライ
フ・バランス推
進企業利子補給
補助金の実施
・周知チラシの
配布による意識
啓発 - 有

・ワーク・ライフ・バランス
推進セミナーを開催するほ
か、広報誌や市ホームページ
及びパンフレット配布等で情
報提供を行うことにより、事
業者等に対する意識啓発に取
り組み、職場環境の改善につ
なげる。

・ワーク・ライフ・バランスを推進す
る企業への利子補給補助

・市ホームページへの掲載やチラシや
パンフレットの配布による意識啓発

・ワーク・ライフ・バランスの推進に
向けたセミナーの開催

・ワーク・ライフ・バランス啓発チラ
シを作成し、市内企業が集まる説明
会、研修会の場で配布した。

・ワーク・ライフ・バランス推進企業
利子補給補助金は実績なし。

・10月：女性サポートセンター講座
「ワーク・ライフ・バランスで会社が
利益体質に変わった」を実施した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・ワーク・ライフ・バランス啓発チ
ラシを作成・配布、市ホームページ
へ掲載することで、意識啓発を図る
ことができた。

・ワーク・ライフ・バランスの推進
に向けた講座の開催を通じて、事業
者等による職場環境改善に向けた意
識啓発を図ることができた。

産業政策課

多文化共生課
（男女共同参
画推進セン
ター）
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）

事業計画事業内容No.
基
本
方
針

担当課
施策の方向

資料№１－２

②職業能力
や人材の育
成

23 ひとり親家庭の就労支援
を行います。

・母子・父子自
立支援員による
就労支援や資格
取得のための費
用などを助成

- 有

・安定した就労につながる支
援を実施し、ひとり親家庭の
生活の安定と経済的自立を図
る。

・母子・父子自立支援員による就労支
援の実施

・資格取得のための費用などを助成
（自立支援教育訓練給付金、高等職業
訓練促進給付費、高等学校卒業程度認
定試験合格支援給付金）

・対象者への制度案内…手当や医療費
の申請に係る相談時や現況届の通知時
にチラシを配布

・母子・父子自立支援員による就労支
援を実施。就労相談、履歴書の書き
方、ハローワークへの付き添い等を実
施。

・資格取得のための費用などを助成
（自立支援教育訓練給付金、高等職業
訓練促進給付費、高等学校卒業程度認
定試験合格支援給付金）
【3月末見込み】
自立支援教育訓練給付金
　6件  208千円
高等職業訓練促進給付金
　5件　6,008千円

・対象者への制度案内…手当や医療費
の申請に係る相談時や現況届の通知時
にチラシを配布

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・安定した就労につながる支援を実
施し、ひとり親家庭の生活の安定と
経済的自立を図ることができた。

こども政策課

24 障害者の就労機会の拡充
を図るための施策を推進
します。

・障害者資格取
得支援補助金の
交付

- 有

・障害者の就労機会の拡充を
図る。
・障害者の実雇用率（民間企
業）の達成

・障害者合同就職面接会の開催
・障害者資格取得支援補助

・障害者資格取得支援補助金を15件・
14人に交付。

・上越公共職業安定所と連携し、障害
者合同就職面接会を開催した。
（第1回：9月25日、第2回：2月6日）

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・障害のある人の資格取得に係る費
用の一部を補助することにより、障
害のある人の就労促進を図った。

・令和5年6月1日時点の上越公共職
業安定所管内における障害者実雇用
率は2.52％で、法定雇用率2.3％を
達成。

産業政策課

25 あらゆる場面で女性の能
力が発揮できるよう支援
を行います。

・スキルアップ
を目的として認
定職業訓練機関
が開催する各種
講習会の情報提
供
・女性向け人材
育成講座の開催
・女性の再就職
の支援
・関係団体が開
催する各種研修
会等の情報の男
女共同参画推進
センターへの掲
示、登録女性団
体等への提供

- 有

・男女共同参画推進センター
講座、出前講座の開催や、関
係団体が開催する各種研修会
等の情報の掲示・提供を通じ
て、市民へ意識の浸透を図
る。

・女性労働者の福祉の増進と
地位の向上に資する事業の実
施及び相談窓口の開設をする
ことにより、女性の再就職支
援や労働環境の整備を図る。

・男女共同参画推進センターで女性の
能力発揮支援に関係する講座を開催
し、女性が活躍できる社会づくりに向
けて意識の啓発・浸透を図る。

・関係機関等が開催する各種研修会等
の情報について、男女共同参画推進セ
ンターへの掲示や登録団体等への提供
を行う。

・女性の能力発揮支援に関係する男女
共同参画推進センター講座を開催する
とともに、関係機関が開催する各種研
修会等の情報について、男女共同参画
推進センターへの掲出や登録団体等へ
の提供を行った。

＊講座等
 5月：オンライン講演会
　「企業が変われば、社会が変わる」
 10月：女性サポートセンター講座
  「ワーク・ライフ・バランスで
　　　　会社が利益体質に変わった」
 12月：女性サポートセンター講座
　　「ライフプランセミナー」
　
 11月17日：上越公共職業安定所と
           連携しマザーズ再就職
           支援セミナーを開催

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・女性の能力発揮支援に係る講座の
開催等を通じて、女性活躍へ向けた
市民の意識啓発を図るとともに、女
性の再就職支援や労働環境の整備を
図ることができた。

多文化共生課
（男女共同参
画推進セン
ター）

産業政策課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）

事業計画事業内容No.
基
本
方
針

担当課
施策の方向

資料№１－２

(1)誰もが健康
な生活を送る
ための健診の
推進や保健指
導の充実を図
ります。

①健診・保
健指導等の
推進

26 安心して妊娠・出産を迎
える支援をするととも
に、乳幼児の健やかな成
長発達を目指し、妊婦や
乳幼児の健康診査や訪問
指導などを行います。

・妊婦一般健康
診査費公費負担
・乳幼児健康診
査
・妊婦、産婦、
新生児への訪問
指導
・低出生体重児
等への訪問指導
・産婦健康診査
・産後ケア事業

- 有

・全ての妊婦が適切な時期に
妊婦一般健康診査を受診する
よう促す。

・各乳幼児健康診査平均受診
率90.0％以上を維持する。

・産婦及び新生児訪問を全数
実施する。

・産婦健診において、産後う
つ病のスクリーニングを行
い、支援が必要な産婦を把握
する。

・支援を要する産婦がセルフ
ケアできるよう産後ケア事業
につなげる。

・妊婦一般健康診査費公費負担（14
回）を継続する。

・乳幼児健康診査の実施と未受診者へ
の受診勧奨を行う。

・妊産婦・新生児訪問、こんにちは赤
ちゃん訪問及び低体重児等への訪問指
導を実施する。

・産婦健康診査の実施と支援を必要と
する産婦への産後ケア事業を実施す
る。

・低所得妊婦に対する初回産科受診料
の公費負担及び新生児聴覚検査初回検
査費用の公費負担を行う。

・妊婦一般健康診査公費負担(14回）と
産婦健康診査(1回)の公費負担を実施。

・乳幼児健康診査の実施と未受診者へ
の受診勧奨を実施。
　平均受診率（見込）：98.5％

・妊産婦・新生児訪問、こんにちは赤
ちゃん事業を実施した。
　訪問実施率（見込）：99.9%

・支援を必要とする産婦への産後ケア
事業を実施した。
　訪問実施件数（見込）：248件
　来所相談件数（見込）：114件

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・妊婦一般健康診査及び産婦健康診
査の公費負担を実施し、適切な時期
に受診するよう妊婦及び産婦への周
知を行い、受診につなげた。

・乳幼児健康診査は、未受診者に対
して電話や家庭訪問等による受診勧
奨を行い、目標を達成する見込みで
ある。

・産婦、新生児訪問については、長
期入院や長期里帰り等により訪問で
きない家庭以外は助産師等による訪
問を実施したことで、目標をほぼ達
成できる見込みである。

・支援を必要とする産婦に対し、授
乳や沐浴などセルフケアができるよ
う産後ケア事業等の支援につなげ
た。

健康づくり推
進課

27 乳幼児や小学生などの感
染症予防のため、予防接
種を行います。

・各種予防接種
の実施

- 有

・乳幼児、小学生等を対象に
予防接種を実施し、平均予防
接種率90％以上を確保する。

・乳幼児・小学生の予防接種につい
て、ホームページ掲載、個別通知、出
生届出時や乳幼児健診時での説明、電
子母子手帳アプリのお知らせ機能によ
り、引き続き接種勧奨に努める。

・乳幼児・小学生の予防接種につい
て、ホームページ掲載や個別通知、出
生届出時や乳幼児健診での説明を行っ
た。

・母子手帳アプリのお知らせ機能によ
り、接種勧奨を行った。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

B：目標はほぼ達成
（80％以上）

・予防接種の個別勧奨を計画通りに
進めたが、新型コロナウイルスワク
チン接種や感染症の流行により、平
均接種率が目標値を下回った。

健康づくり推
進課

28 幼児期における歯質の向
上を図るため、歯科健診
や歯の衛生に関する相
談、周知、啓発に取り組
みます。

・歯科医師の診
察、相談
・ブラッシング
指導
・歯の衛生に関
する周知、啓発
・フッ化物歯面
塗布（フッ素塗
布）

- 有

・生活リズムを基盤とした体
づくりと、咀嚼や嚥下等の口
腔機能を獲得するための食生
活の実践を推進する。

・保護者による適切なブラッ
シングの実践。

・3歳児のむし歯有病率を10％
以下で維持する。

・5歳児のむし歯有病率を30％
以下で維持する。

・歯科医師の診察、相談を実施。
・ブラッシング指導を実施。
・歯の衛生に関する周知、啓発を行
う。
・フッ化物歯面塗布(フッ素塗布)を実
施。

・歯科医師の診察、相談を実施。
・ブラッシング指導を実施。
・歯の衛生に関する周知、啓発を行
う。
・フッ化物歯面塗布(フッ素塗布)を実
施。
・3歳児のむし歯有病率：3.8％
・5歳児のむし歯有病率：20.9％

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・イラストを用いたブラッシング指
導により、保護者の適切なブラッシ
ングの理解につなげた。

・また、1歳児健診から3歳児健診ま
で半年ごとの歯科健診及び相談、健
康教育、フッ化物歯面塗布（希望
者）を実施することで３歳児、5歳
児のむし歯有病率の目標を達成し
た。

・歯と口の健康週間事業（お口の健
康フェスタ）を実施し、歯の衛生に
関する周知・啓発を行った。

健康づくり推
進課

29 乳幼児の基礎的な食習慣
や生活リズムの確立のた
めの学習機会を設けま
す。

・生活習慣の確
認
・子どもの発
育、発達につい
ての講話、相談
・バランス食の
学習

- 有

・乳幼児期の生活習慣の確立
のため、健康学習を実施す
る。（年100回以上）

・離乳食相談会、保育園における健康
学習を実施する。

・離乳食相談会、保育園における健康
学習を実施した。
実施回数（見込）：102回

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・離乳食相談会や保育園における生
活習慣確立のための健康学習を繰り
返し実施していることで、保護者の
理解につながった。

・健康学習の開催については、目標
回数を達成する見込みである。

健康づくり推
進課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）

事業計画事業内容No.
基
本
方
針

担当課
施策の方向

資料№１－２

30 障害のある人と付き添い
の家族を対象とした、安
全・安心に受診できる環
境を整えた健康診査を実
施します。

・予約制の健康
診査を実施
・送迎、介助、
車いすによる対
応

- 有

・送迎、介助、車いすによる
対応を行う。

・健診カレンダー、ホーム
ページで障害のある人の健診
について広く周知を図る。

・ホームページでは読み上げ
機能により、視覚障害の方に
対応する。

・健康診査受診にあたり、送迎、介
助、車いすによる対応を行う。

・健康診査カレンダー、ホームページ
で障害のある人の健診について周知を
図る。

・ホームページでは読み上げ機能によ
り、視覚障害の方に対応する。

・健康診査を年2回実施

・健康診査受診にあたり、送迎、介
助、車いすによる対応を行った。

・健康診査カレンダー、ホームページ
で障害のある人の健診について周知を
図った。

・ホームページでは読み上げ機能によ
り、視覚障害の方に対応した。

・健康診査を年2回実施
  受診者見込み103人

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・障害のある人の生活習慣病の予防
に努め健康増進を図るため、健康診
査カレンダーやホームページによる
受診勧奨により健診の周知を実施し
た。

・健診受診者に対して送迎、介助、
車いすによる対応による健康診査を
実施し、障害のある人の健診受診に
つなげた。

健康づくり推
進課

31 後期高齢者の健康増進や
重症化予防等のために健
康診査や各種がん検診を
実施します。

・市が実施する
健康診査、胃が
ん検診、大腸が
ん検診、肺がん
検診等の各種健
診は、70歳以上
は無料。

- 有

・令和4年度に健（検）診を受
けた人へ日時・会場を指定し
た個別通知や過去に健診を受
けた人に対する受診勧奨の通
知、町内会や老人会の健康講
座などを通じて健康診査や各
種がん検診の受診を促してい
く。

・健康診査カレンダーで健診について
周知を行うとともに令和4年度に健
（検）診を受けた人へ日時・会場指定
による個別通知での受診勧奨、健康診
査や各種がん検診の受診を促した。
・健康診査、各種がん検診の実施
・健康診査の受診見込　7,470人
・各種がん検診受診見込
　　胃がん7,860人
　　肺がん 16,420人
　　大腸がん 14,600人

・健康診査カレンダーで健診について
周知を行うとともに令和4年度に健
（検）診を受けた人へ日時・会場指定
による個別通知と過去3年間に健診を受
けた人への個別通知による受診勧奨、
健康診査や各種がん検診の受診を促
す。
・健康診査、各種がん検診の実施
・健康診査の受診見込　7,358人
・各種がん検診受診見込
　　胃がん 6,652人
　　肺がん 17,292人
　　大腸がん 14,442人

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・後期高齢者の生活習慣病の予防に
努め健康増進を図るため、健康診査
カレンダーで健診について周知を行
い、令和4年度に健（検）診を受診
した人に対し日時・会場を指定した
個別通知を実施し健康診査や各種が
ん検診の受診につなげた。

健康づくり推
進課

(2)誰もが安心
して適切な医
療が受けられ
るよう医療体
制の充実を図
ります。

①地域医療
体制の充実

32 平日夜間や休日などにお
ける急患患者に対して、
応急的な診療を行いま
す。

・年間を通じた
休日・夜間診療
所の開設

- 有

・年間を通じて休日・夜間診
療所を平日夜間及び休日等に
開設し、軽症患者に対する初
期救急医療を提供する。
＊診療所開設日数：365日

・年間を通じて休日・夜間診療所を開
設し、時間外診療を提供する。

・年間を通じて休日・夜間診療所を開
設し、時間外診療を提供した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・年間を通じて休日・夜間診療所を
平日夜間及び休日等に開設し、軽症
患者に対する初期救急医療を提供で
きた。

地域医療推進
課

33 中山間地やへき地におけ
る地域住民の健康を保持
し、安心して生活するこ
とができるよう、診療所
を開設・運営します。

・各診療所の開
設
常設診療所 7施
設
出張診療所 1施
設

- 有

・各地域における医療不安の
軽減及び地域住民が安心して
健康で暮らせるよう支援す
る。
＊診療所開設数：8施設

・医師を確保し、診療所を開設するこ
とにより、各地域における医療不安の
軽減及び地域住民が安心して健康で暮
らせるよう支援する。

・医師を確保し、診療所を開設するこ
とにより、各地域における医療不安の
軽減及び地域住民が安心して健康で暮
らせるよう支援した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・診療所8施設を開設し、各地域に
おける医療不安の解消及び地域住民
が安心して健康で暮らせるよう支援
できた。

地域医療推進
課

34 市街地の医療機関への通
院支援を行うことによ
り、医療不安の軽減を図
ります。

・中ノ俣地区に
おける通院支援
車の定期運行
・吉川区川谷地
区における地域
バスの定期運行

- 有

・無医地区及び準無医地区に
おける医療不安を軽減するた
め、通院支援のための車両を
継続して運行する。
＊運行日数：中ノ俣・週2回、
吉川区川谷・毎週月～金

・無医地区及び準無医地区における医
療不安を軽減するため、通院支援のた
めの車両を運行する。

・無医地区及び準無医地区における医
療不安を軽減するため、通院支援のた
めの車両を運行した。
＊運行日数：中ノ俣・週2回
　　　　　　吉川区川谷・毎週月～金

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・通院支援のための車両を継続して
運行し、無医地区及び準無医地区に
おける医療不安を軽減した。

地域医療推進
課
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(3)誰もがすこ
やかに安心し
て暮らせるよ
う各種支援を
推進します。

①高齢者福
祉の推進

35 要援護高齢者などへ積極
的に訪問し、生活情報を
収集するとともに、地域
包括支援センターの運営
内容について情報を発信
します。

・訪問による実
態把握と情報発
信
・地域包括支援
センター職員の
研修会開催

- 有

・実態把握訪問を行い、高齢
者支援等の取組についての情
報提供を行うとともに、地域
の高齢者の実態や地域全体の
課題、ニーズを把握し、必要
に応じて支援につなげる。

・地域包括支援センター職員
の研修会を開催し、職員の対
応力の向上を図る。

・一人暮らしの高齢者等を訪問し、実
態把握や情報発信、情報収集を行う。

・地域包括支援センター職員の研修会
を開催する。

・一人暮らしの高齢者等を訪問し、実
態把握や情報発信、情報収集を行っ
た。

・地域包括支援センター職員を対象に
成年後見制度や認知症、介護予防に関
する研修会を開催した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・訪問による実態把握を通して、支
援が必要な人を確認し、支援につな
げた。

・研修会の開催を通して、地域包括
支援センター職員の対応力の向上を
図った。

すこやかなく
らし包括支援
センター

36 介護保険事業計画に基づ
く介護保険サービスの拡
充を図り、必要な保険給
付を行います。

・介護保険サー
ビスの拡充
・必要な介護保
険給付 - 有

・第8期介護保険事業計画に基
づき、必要な介護保険サービ
スの給付を行う。

・必要な介護保険サービスの給付
・介護保険サービスの利用実績を分析
し、第8期介護保険事業計画の検証を行
う。

・地域包括支援センター職員を対象に
成年後見制度や障害者支援、認知症、
医療連携、介護予防に関する研修会を
開催した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・第8期介護保険事業計画に基づ
き、必要な介護保険サービスの給付
ができた。

高齢者支援課

37 すこやかサロンを始めと
した地域支え合い事業を
実施し、高齢者の閉じこ
もりを予防するとともに
介護予防を推進します。

・生活習慣病予
防や運動・口腔
ケア等による介
護予防
・社会交流によ
る閉じこもりの
予防
・身体機能評価
の実施

- 有

・28の地域自治区において、
地域支え合い事業を実施し、
生活習慣病予防や運動・口腔
ケア等による介護予防の取組
を実施する。

・住民組織化が図られていな
い地域自治区において、住民
組織化に向けた関係者との協
議を継続して実施する。

・生活習慣病予防や運動・口腔ケア等
による介護予防に向けた介護予防教室
の実施1,344回

・社会交流による閉じこもりの予防に
向けたサロン等の実施2,733回

・身体機能評価の実施　年1回

・住民組織化が図られていない地域自
治区での住民組織化に向けた協議の実
施（3地域自治区）

・生活習慣病予防や運動・口腔ケア等
による介護予防に向けた介護予防教室
の実施 1,400回

・社会交流による閉じこもりの予防に
向けたサロン等の実施 2,187回

・身体機能評価の実施

・住民組織化が図られていない地域自
治区での住民組織化に向けた協議の実
施（3地域自治区）

B：計画をほぼ
実施（80％以
上）

B：目標はほぼ達成
（80％以上）

・介護予防教室、サロン、身体機能
評価については、計画どおり実施す
ることができた。

・住民組織化が図られていない3地
域自治区に対して、協議体会議を開
催に向けて情報収集を行っている。

高齢者支援課

38 一人暮らし高齢者などの
安定した食の確保と定期
的な安否確認のために配
食サービスを実施し、高
齢者が自立した生活を送
ることができるように支
援します。

・高齢者に配食
サービスの提供

- 有

・ケアマネジャー等のアセス
メントに基づき、必要な人に
適切にサービスを提供する。

・引き続き、事業の周知を図り、必要
な人に適切にサービスを提供する。

・ケアマネジャー等のアセスメントに
基づき、必要な人に適切にサービスを
提供する。
＊実利用者数 444人
＊配食数 91,008食

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・アセスメントを実施することによ
り、利用者に応じたサービスを適切
に提供できた。

高齢者支援課

39 高齢者にシニアパスポー
トを交付し、外出のきっ
かけにしてもらうほか、
家族や仲間との交流を深
めながら健康を維持し、
生きがいのある充実した
生活ができるよう支援し
ます。

・34施設で高齢
者の施設使用料
（利用料金）の
減免を実施す
る。

- 有

・高齢者に外出するきっかけ
を提供し、家族や仲間との交
流を深めることで健康維持及
び生きがいのある充実した生
活を送る手助けをする。

・サービスを受けられる民間
事業所の利用対象店舗数拡大
を図るため、広報上越やホー
ムページ掲載などで周知や募
集を行う。

・シニアパスポート対象施設利用時
に、半額相当を減免することで、高齢
者に外出するきっかけを提供する。

・シニアパスポートの制度や適切な利
用について周知を行う。

・シニアパスポート利用対象施設利用
時に、半額相当を減免することで、高
齢者に外出するきっかけを提供した。

・シニアパスポートの制度や適切な利
用について、広報上越やホームページ
で周知を行った。

・協賛事業所の一覧をシニアスポーツ
大会で参加者に配布したり、後期高齢
者向けの手紙に同封したりして、周知
を行った。その結果、10名から再発行
の依頼があった。また、1店舗から協賛
事業所への新規登録依頼があった。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・高齢者に温浴施設等の利用を通じ
て外出を促すことにより、閉じこも
りを予防するとともに、家族や仲間
との交流を深め、健康を維持し、生
きがいのある充実した生活を送る手
助けとなった。

高齢者支援課
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40 スポーツ大会や作品展な
ど、各種事業を開催し、
高齢者の生きがいづく
り・健康づくりと出番の
創出を図ります。

・スポーツ大会
や作品展等の開
催

- 有

・スポーツや趣味活動を通
し、高齢者同士の交流や市民
との交流を深め、高齢者の健
康増進と生きがいづくりに寄
与する。

・各種大会を老人クラブ連合会などの
関係機関と連携しながら開催するとと
もに、単位老人クラブに参加を促し、
より多くの交流を図る。

・作品展を広く市民に周知し、高齢者
の趣味活動の成果を鑑賞してもらうこ
とで、創作意欲の向上や創作活動の活
性化につなげる。

○シニアスポーツ大会
・開催：10地区（合併前上越市、安塚
区、大島区、柿崎区、大潟区、頸城
区、名立区、牧区、中郷区、三和
区）、参加者数 1,464人
・未実施：1地区（清里区）
・中止：1地区（吉川区）
○シニア作品展
・10月13日（金）～16日（月）
　市民プラザにて開催
○シニアゲートボール大会（三和区の
み輪投げ大会）
・開催：6地区（大島区、牧区、清里
区、三和区、合併前上越市、頸城区）
・参加者数：264人

B：計画をほぼ
実施（80％以
上）

A：目標達成
（100％）

・令和4年度までは新型コロナウイ
ルスの影響で各種大会が開催ができ
ない地区もあったが、令和5年度は
おおむねの地区で実施する予定であ
り、高齢者同士の交流促進を図るこ
とができた。

高齢者支援課

41 活力ある地域づくりの推
進役を担う高齢者の活動
と活躍の場づくりのた
め、シルバー人材セン
ターへの支援を実施しま
す。

・シルバー人材
センターへの補
助金の交付

- 有

・高齢者に対し、就業を通じ
て生きがいの場を提供するシ
ルバー人材センターを支援す
ることにより、高齢者の就業
機会の創出と地域社会の活性
化を推進する。

・活力ある地域づくりの推進役を担う
高齢者の活動と活躍の場づくりのた
め、シルバー人材センターへの支援を
実施する。
＊上越市シルバー人材センター補助金
　金額　17,801千円

・活力ある地域づくりの推進役を担う
高齢者の活動と活躍の場づくりのた
め、シルバー人材センターへの支援を
実施した。
＊上越市シルバー人材センター補助金
　金額　17,801千円

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・高齢者に対し、就業を通じて生き
がいの場を提供するシルバー人材セ
ンターへ補助を行うことにより、高
齢者の就業機会の創出と地域社会の
活性化を推進できた。

高齢者支援課

42 会員同士の交流を深め、
高齢者の生きがいと健康
づくりの推進を図るた
め、老人クラブ及び老人
クラブ連合会に補助金を
交付し、活動を支援しま
す。

・老人クラブへ
の補助金の交付

- 有

・会員同士の交流を深め、高
齢者の生きがいと健康づくり
の増進を図るため、老人クラ
ブ及び老人クラブ連合会の活
動を支援する。また、各連合
会を統括する上越市老人クラ
ブ連合会連絡協議会の活動を
支援し、連合会同士の連携を
推進する。

・老人クラブへの補助金を交付し、活
動を支援する。
　：単位老人クラブへの補助金
　　老人クラブ連合会加入クラブ
　　　交付額　11,815千円
　　老人クラブ連合会未加入クラブ
　　　交付額　898千円
　：老人クラブ連合会への補助金
　　　交付額　5,299千円（活動費）
　　　交付額　200千円（事務費）

・老人クラブへの補助金を交付し、活
動を支援する。
　：単位老人クラブへの補助金
　　 老人クラブ連合会加入クラブ
　　　　交付額　11,272千円
　　 老人クラブ連合会未加入クラブ
　　　　交付額　955千円
　：老人クラブ連合会への補助金
　　　　交付額　4,986千円（活動費）
　　　　交付額　200千円（事務費）

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・老人クラブ連合会に加入している
クラブ、老人クラブ連合会に加入し
ていないクラブ及び老人クラブ連合
会の事業費等の一部を助成し、高齢
者の健康保持増進活動、交流友愛活
動及び地域福祉活動を活性化すると
ともに、高齢者の生きがいと健康づ
くりにつなげることができた。

高齢者支援課

43 高齢者の生きがいの充実
を図るため、創作活動の
発表の場や世代を超えた
交流の場を提供します。

・シニアセン
ターにおける常
設ギャラリーの
設置

- 有

・シニアセンターを設置する
ことにより、高齢者の創作活
動の発表の場及び世代を超え
た交流の場を提供し、高齢者
の生きがいの充実を図る。
＊入館数
：直江津ふれあい館　2,100人

・毎月の広報上越で作品展示及び作品
展示の募集について周知を行う。
・直江津ふれあい館の機能移転に向け
て準備を進める。
（移転予定日：令和6年4月1日）

・毎月の広報上越及び市ホームページ
での作品展示及び展示作品募集を行
い、広く周知した。
＊入館者数
　：直江津ふれあい館 2,158人

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・シニアセンターを設置することに
より、高齢者の創作活動や交流の場
を提供し、高齢者の生きがいづくり
を支援することができた。

高齢者支援課

44 高齢者に関連した行政情
報をラジオにより的確に
わかりやすく発信しま
す。

・ＦＭ放送によ
る、交通事故や
クマ出没、特殊
詐欺への注意喚
起などのタイム
リーな情報提供

- 有

・コミュニティＦＭ放送を通
じて、市からのお知らせや交
通事故防止に係る注意喚起等
を市民へタイムリーに分かり
やすく伝える。

・行政情報番組「広報Ｊステーショ
ン」において、市からのお知らせや市
民の安全・安心につながる情報、各区
の市民による自身の活動紹介や交通事
故防止に係る注意喚起等を発信する。

・災害時における緊急情報を放送でき
る環境を維持する。

・行政情報番組「広報Ｊステーショ
ン」において市政情報や市民活動に関
する情報、安全・安心情報など様々な
情報を発信した。

・コミュニティＦＭ放送を通じて、災
害時における緊急情報の発信を行うこ
とができる環境を維持した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・行政情報番組「広報Ｊステーショ
ン」において、時期を逸することな
く、市からのお知らせ、市民の安
全・安心につながる情報、交通事故
防止に係る注意喚起や各区の市民に
よる自身の活動紹介等を発信するこ
とにより、市民へのタイムリーな情
報提供を行うことができた。

広報対話課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
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事業の実施状況
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資料№１－２

②障害者福
祉の推進

45 障害のある人の生活を地
域全体で支えるため、上
越市自立支援協議会を開
催し、関係者の連携強化
を図り、住み慣れた地域
で暮らすことができるま
ちづくりを進めます。

・地域の障害者
福祉に関する全
体協議会、専門
部会等の各種会
議の開催 - 有

・上越市自立支援協議会の開
催を通じて、地域の障害者福
祉に関する課題解決に向けた
議論を進め、障害福祉計画の
策定に反映する。

・上越市自立支援協議会全体会議の開
催（年5回）

・上越市自立支援協議会の開催
　　第1回5月26日
　　第2回7月25日
　　第3回9月28日
　　第4回11月28日
　　第5回6年2月26日

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・現障害福祉計画における検証を進
めるとともに、次期障害福祉計画
（案）について計画通り協議を進め
ることができた。

福祉課

46 障害福祉サービスの拡充
を図り、障害のある人が
自立した地域生活が送る
ことができるよう支援し
ます。

・障害福祉サー
ビスの給付を行
い、障害のある
人の生活支援を
行う。

- 有

・障害福祉サービスの給付に
より、障害のある人の自立生
活を支え、経済的負担の軽減
を図る。

・障害福祉の相談支援専門員
及び福祉事業所と連携し、障
害福祉サービスを必要とする
人への適切な支援を実施す
る。

・福祉課窓口での相談や、関係機関
（相談支援事業所、障害福祉サービス
事業所、医療機関等）と連携し、障害
のある人を必要な福祉サービスにつな
げていく。

・障害福祉の相談支援専門員及び福祉
事業所と連携することで、障害福祉
サービスを必要とする人に対し、適切
に障害福祉サービスの利用につなげ
た。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・福祉サービスを必要とする人へ適
切に障害福祉サービスを給付するこ
とにより、障害のある人の自立生活
を支え、経済的負担の軽減を図るこ
とができた。

福祉課

47 心身に障害のある人の経
済的負担を軽減するた
め、医療費の支給や助成
を行います。

・重度心身障害
者に対する医療
費の助成及び自
立支援医療費の
支給
・各種手当の支
給
・心身障害者扶
養共済制度掛金
及び精神障害者
入院医療費の助
成

- 有

・医療費の助成や手当を給付
することにより、障害のある
人の経済的負担を軽減する。

医療費の助成や手当を給付する。
・重度心身障害者医療費助成
・自立支援医療費（更生医療）
・自立支援医療費（育成医療）
・精神障害者入院医療費助成
・特別障害者手当の支給
　手当額…月額27,300円
・障害児福祉手当の支給
　手当額…月額14,850円
・在宅介護手当の支給
　手当額…月額5,000円
・在宅介助手当の支給
　手当額…年額20,000円
・心身障害者扶養共済制度掛金助成
　1口目掛金の3分の1を助成

医療費の助成や手当を給付
・重度心身障害者医療費助成
　105,744件、424,310千円、受給者数
4,610人
・自立支援医療費（更生医療）
　5,311件、79,865千円
・自立支援医療費（育成医療）
　71件、2,335千円
・精神障害者入院医療費助成
　1,643件、8,215千円
・特別障害者手当の支給
　手当額…月額27,980円
　3,359件、93,985千円
・障害児福祉手当の支給
　手当額…月額15,220円
　1,185件、18,036千円
・在宅介護手当の支給
　手当額…月額5,000円
　3,346件、16,730千円
・在宅介助手当の支給
　手当額…年額20,000円
　635件、1,060千円
・心身障害者扶養共済制度掛金助成
　374件、1,194円

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・医療費の助成や手当を給付し、障
害のある人の経済的負担を軽減し
た。

福祉課

48 心身に障害を有する児童
及び保育において配慮が
必要と認められる児童に
対して保育を実施しま
す。

・特別な配慮が
必要と認められ
る児童の保育

- 有

・集団保育が可能な障害のあ
る子どもに対して、保育を提
供する。

・障害者手帳や療育手帳の交付を受け
ている児童のほか、個別に配慮を必要
とする、いわゆる「気になる子」を受
け入れる。

・障害者手帳や療育手帳の交付を受け
ている児童のほか、個別に配慮を必要
とする、いわゆる「気になる子」を受
け入れた。
　実利用者見込み 371人

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・公立・私立の保育園等での提供体
制を整え、集団保育が可能な障害児
等、特別な配慮が必要な子どもを受
け入れることができた。

幼児保育課

49 発達等に不安を抱える保
護者からの相談を受け、
必要な療育サービスを提
供して、子どもがすこや
かに育つことができるよ
う支援します。

・子どもの発達
及び発育に関す
る相談を実施
・言葉や認知、
社会性等の発達
を促す療育を実
施
・保護者が通院
やリフレッシュ
などを行う時に
子どもを預かる
一時保育を実施

- 有

・子どもの発達に関する相談
に対応するとともに、発達を
促す療育を実施し、子どもの
すこやかな育ちを支援する。

・事故防止を徹底しながら、
一時保育を実施し、保護者の
負担軽減を図る。

・子どもの発達に関する相談に対応す
るとともに、発達を促す療育を実施す
る。

・事故やけがのない一時保育を実施す
る。

・外部の言語聴覚士を講師とする事例
検討会等を22回開催するなど、セン
ターの機能強化に努め、子どもの発達
に不安や悩みを抱える保護者の相談に
対応するとともに、発達に遅れ等のあ
る子どもへの療育を実施した。

・事故やけがの防止を徹底しながら、
一時保育を実施した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・センターの機能強化に努め、子ど
もの発達に不安や悩みを抱える保護
者の相談に対応するとともに、発達
に遅れ等のある子どもへの療育を実
施し、子どものすこやかな育ちを支
援した。

・事故やけがの防止を徹底しなが
ら、一時保育を実施し、保護者の負
担軽減を図った。

幼児保育課
（こども発達
支援セン
ター）

50 障害のある人の日常生活
における便宜を図るた
め、日常生活用具の給付
などを行います。

・日常生活用具
の給付
・補装具の購入
費や修理費の支
給

- 有

・障害のある人が必要とする
日常生活用具の給付や補装具
の購入・修理費用を支給し、
生活環境を改善する。

・障害のある人が必要とする日常生活
用具の給付や補装具の購入・修理費用
を支給する。

・障害のある人が必要とする日常生活
用具の給付や補装具の購入・修理費用
を支給した。
＊日常生活用具　4,614件
＊補装具　415件

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・障害のある人に、必要とする日常
生活用具を給付し、また補装具の購
入・修理費用を支給したことで、障
害のある人の生活環境を改善を図っ
た。

福祉課
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資料№１－２

51 障害者手帳をお持ちの方
などの公共施設の利用料
を減免し、外出のきっか
けにしてもらうほか、家
族や仲間との交流を深め
ながら健康を維持し、生
きがいのある充実した生
活ができるよう支援しま
す。

・障害者手帳等
所持者や介助者
等の公共施設の
利用料等の軽減
を実施

- 無

・市ホームページで該当施設
を案内するほか、割引対象施
設に割引がある旨の掲示を行
うなどの方法により、周知や
徹底を図る。

・障害者手帳等所持者及び介助者の公
共施設の利用料等の軽減を実施。

【公共施設の使用料減免】
　要綱に規定されている公共施設を障
害者手帳所持者及び介助者等が利用し
た際に、利用料金の50％を減免。

・障害者手帳所持者及び介助者の公共
施設の利用料等の負担軽減を図った。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・障害者手帳等所持者及び介助者の
公共施設の利用料等を軽減すること
により、外出や社会参加の機会を増
やし生きがいのある充実した生活が
できるよう支援することができた。

福祉課

52 障害のある人の社会参加
を促進するため、タク
シー利用料金等の助成や
福祉バスの運行などによ
り外出時の移動を支援し
ます。

・タクシー利用
料金等の助成
・リフト付福祉
バス・乗用車の
運行
・福祉有償運送
実施団体の円滑
な運営を確保
・自動車の改造
費用、免許取得
費用の助成

- 有

・手帳交付時に制度の説明を
行うほか、広報上越や市ホー
ムページへの掲載など、周知
徹底を図る。

【福祉有償運送】
・福祉有償運送実施団体の円滑な運営
の支援のため、運営協議会を実施する
【タクシー利用料金等助成】
・タクシー利用券の交付…1人あたり
   24,000円
・燃料券の交付…1人あたり19,000円
・燃料費助成…1人あたり19,000円
【運転免許取得費の助成】
　助成額：免許取得費用の2/3
    （10万円限度）
【自動車改造費の助成（本人運転）】
　助成額：10万限度
【介護者用自動車改造費の助成】
　助成額：改造費用（60万円のを超え
  る場合は60万円）に下記区分による
  割合を乗じて得た額
　　　生活保護世帯　　10/10
　　　所得税非課税世帯　2/3
　　　その他の世帯　　　1/2
【福祉バス運行業務】（車両2台）
　ふれあい号（大型バス）
　フレンド号（小型バス）

【福祉有償運送】
・福祉有償運送実施団体の円滑な運営
の支援のため、運営協議会を実施。
・第1回上越市福祉有償運送運営協議会
開催（5月29日）

【タクシー利用料金等助成】
・タクシー利用券の交付…1,967人に交
付
・燃料券の交付…2,719人に交付
・燃料費助成…886人を認定
【運転免許取得費の助成】
　2件、200千円
【自動車改造費の助成（本人運転）】
　6件、598千円
【介護者用自動車改造費の助成】
　8件、1,437千円
【福祉バス運行業務】（車両2台）
　ふれあい号（大型バス）
　14,111㎞、995時間
　フレンド号（小型バス）
　10,430㎞、831時間

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・障害のある人の移動手段確保のた
め、福祉有償運送実施団体の円滑な
運営を支援した。

・タクシー利用券、燃料券の交付や
燃料費の助成、自動車改造費等の助
成により、障害のある人の経済的負
担の軽減と社会参加の促進を図るこ
とができた。

福祉課

53 手話通訳者の派遣や手話
奉仕員の養成を通じて、
聴覚に障害のある人の社
会参加を促進します。

・手話通訳者の
派遣及び手話奉
仕員の養成

- 有

・手話通訳者等を派遣し、聴
覚に障害のある人の社会参加
を促進する。

・手話通訳者の育成を図る。
　手話通訳者資格の取得 1名
以上

・手話通訳・要約筆記者の派遣
・手話通訳・要約筆記者養成講座の開
催

・派遣を希望するほぼ全ての人及び団
体に手話通訳者又は要約筆記者を派遣
した。
　派遣件数454件

・手話通訳者及び要約筆記者を養成す
るための各種講座を開催した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

B：目標はほぼ達成
（80％以上）

・手話通訳者等を派遣することで聴
覚に障害のある人の社会参加を促進
することができた。

・手話通訳者及び要約筆記者の育成
を図った。

・手話通訳者資格取得のための技能
認定試験では合格者がおらず、資格
取得者数の目標を達成することがで
きなかった。

福祉課

54 市ホームページの読み上
げ機能を活用し、視覚に
障害のある人が利用しや
すい環境を整えます。

・アクセシビリ
ティ方針に基づ
く、新規および
更新ページの
チェック - 有

・最新情報や緊急時の情報
を、誰もが迅速かつ的確に入
手することができるようホー
ムページの内容を掲載・更新
時に点検するとともに、古い
情報が掲載されたままになら
ないよう、適切に管理・運用
する。

・各担当課が掲載するページの内容に
ついては、掲載前に広報対話課で確認
し、必要な修正を指示する。すでに終
了している行事など古い情報を見つけ
た時には随時修正、削除を指示する。

・各担当課が掲載するページの内容を
掲載前に確認し、ウェブアクセシビリ
ティ確保のために必要な修正を指示し
たほか、ホームページの信頼性を損な
う古い記事の削除を指示した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・各担当課が掲載するページの内容
を掲載前に確認し、ウェブアクセシ
ビリティ確保のために必要な修正を
指示したほか、ホームページの信頼
性を損なう古い記事の削除を指示
し、適切に管理・運用した。

広報対話課

55 市の広報紙の内容をＣＤ
に録音し、視覚に障害の
ある人に提供します。

・ＣＤによる情
報提供

- 有

・視覚に障害のある人へ広報
上越の内容を提供する。

・視覚に障害のある人へ広報上越の内
容をＣＤに録音し市政情報を提供す
る。

・視覚に障害のある人へ広報上越の内
容をＣＤに録音し、市政情報を提供し
た。
（35人）

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・視覚に障害のある人に広報上越の
内容をＣＤに録音し、市政情報を提
供できた。

福祉課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）

事業計画事業内容No.
基
本
方
針

担当課
施策の方向

資料№１－２

③子育て・
療育支援の
充実

56 保育ニーズに応じて児童
の保育を実施します。

・0・1歳児、障
害児の保育受入
・午後7時までの
延長保育を実施
・一時預かりを
実施
・24時間保育・
休日保育の実施
・病児・病後児
保育事業の実施

- 有

・0、1歳児保育、障害児保
育、延長保育、一時預かりな
どに対応できる態勢を整え、
多様な保育サービスを提供す
る。

・ファミリーヘルプ保育園や
病児・病後児保育室で児童の
受入れに対応できる態勢を常
に整え、適切に保育サービス
を提供する。

・保護者の就労形態や保育ニーズの多
様化に対応し、0、1歳児保育、障害児
保育、一時預かり保育、午後7時までの
延長保育、休日保育を実施する。

・ファミリーヘルプ保育園や病児・病
後児保育室で児童の受入れに対応でき
る態勢を常に整え、適切に保育サービ
スを提供する。

・保護者の就労形態や保育ニーズの多
様化に対応するため、多様な保育サー
ビスを提供した。
　0、1歳児（実利用者見込み）1,045人
　障害児保育(実利用者見込み)  356人
　一時預かり
　　　　 (延べ利用者見込み) 3,266人
　午後7時までの延長保育
　　　　 (延べ利用者見込み)10,680人
  休日保育(延べ利用者見込み)1,272人

・ファミリーヘルプ保育園や病児・病
後児保育室で児童の受入れに対応でき
る態勢を常に整え、適切に保育サービ
スを提供した。
【延べ利用者数（見込み）】
　ファミリーヘルプ保育園　6,595人
　病児・病後児保育室　5,134人

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・0、1歳児保育、障害児保育、延長
保育、一時預かりなどに対応できる
態勢を整え、多様な保育サービスを
提供した。

・ファミリーヘルプ保育園や病児・
病後児保育室で児童の受入れに対応
できる態勢を常に整え、適切に保育
サービスを提供することができた。

幼児保育課

57 児童とその保護者が相互
の交流を行う場所を提供
し、子育てについての相
談、情報の提供、助言そ
の他の援助を行うととも
に、楽しく子育てができ
るよう、子育てに関する
各種講座や親子向けのイ
ベント等を開催する。

・こどもセン
ターの運営
・子育てひろば
の運営

- 有

・親子の交流や子育て相談、
情報の提供等を実施し、子育
て家庭の孤立感や不安感の緩
和を図る。
楽しく子育てができるよう、
子育てに関する各種講座や親
子向けのイベント等を定期的
に開催する。

・こどもセンターにて定期的に子育て
セミナーの実施をするほか、子育てひ
ろばで月1回イベントを開催する。

・保健師や栄養士、相談員による子育
て相談を実施する。

・子育て支援情報や保育園の入園情報
など、必要な情報を利用者へ提供す
る。

・こどもセンターにて定期的に子育て
セミナーを実施し、子育てひろばで月1
回イベントを開催した。

・保健師や栄養士、相談員による子育
て相談を実施した。

・子育て支援情報や保育園の入園情報
など、必要な情報を利用者へ提供し
た。

【実績見込】
・こどもセンター子育てセミナー
 （年9回）
・子育てひろばイベント（月1回）
・保健師や栄養士による専門的な相談
窓口の開設（年30回）※子育て相談は
通年実施

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・こどもセンターや子育てひろばに
おいて定期的に保健師や栄養士、相
談員による子育て相談を実施し、子
育て家庭の孤立感や不安感の緩和を
図った。

・各種講座や親子向けのイベントを
開催し、子どものすこやかな育ちを
支援するとともに、安心して子育て
ができる環境づくりを推進した。

こども政策課

58 （再掲　No.49）
発達等に不安を抱える保
護者からの相談を受け、
必要な療育サービスを提
供して、子どもがすこや
かに育つことができるよ
う支援します。

・子どもの発達
及び発育に関す
る相談を実施
・言葉や認知、
社会性等の発達
を促す療育を実
施
・保護者が通院
やリフレッシュ
などを行う時に
子どもを預かる
時保育を実施

- 有

・子どもの発達に関する相談
に対応するとともに、発達を
促す療育を実施し、子どもの
すこやかな育ちを支援する。

・事故防止を徹底しながら、
一時保育を実施し、保護者の
負担軽減を図る。

・子どもの発達に関する相談に対応す
るとともに、発達を促す療育支援を実
施する。

・事故やけがのない一時保育を実施す
る。

・外部の言語聴覚士を講師とする事例
検討会等を22回開催するなど、セン
ターの機能強化に努め、子どもの発達
に不安や悩みを抱える保護者の相談に
対応するとともに、発達に遅れ等のあ
る子どもへの療育を実施した。

・事故やけがの防止を徹底しながら、
一時保育を実施した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・センターの機能強化に努め、子ど
もの発達に不安や悩みを抱える保護
者の相談に対応するとともに、発達
に遅れ等のある子どもへの療育を実
施し、子どものすこやかな育ちを支
援した。

・事故やけがの防止を徹底しなが
ら、一時保育を実施し、保護者の負
担軽減を図った。

幼児保育課
（こども発達
支援セン
ター）
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）

事業計画事業内容No.
基
本
方
針

担当課
施策の方向

資料№１－２

(1)ボランティ
ア参加、地域
活動、市民活
動への支援を
推進し、人と
人のつながり
を育む活動の
充実を図りま
す。

①ボラン
ティア活動
や地域での
支え合い活
動のための
環境づくり

59 共に支え合うための自主
的な活動が促進されるま
ちを目指します。

・NPO・ボラン
ティアセンター
の運営

- 有

・ＮＰＯ・ボランティアセン
ターを拠点とし、市民活動の
サポートやボランティア活動
の普及啓発やコーディネート
に取り組むほか、市民活動に
役立つ情報のメール配信を継
続して実施し、市民主体のま
ちづくりへの意識向上を図
る。

・ＮＰＯ・ボランティアセンターを拠
点に市民活動に関する相談、ボラン
ティアに関するニーズ情報の収集・発
信及びコーディネートを行うほか、市
民活動の場を提供する。

・メールマガジンをＮＰＯ・ボラン
ティアセンター登録団体及び過去の交
流会・ツアー参加者（約350団体・個
人）に対して配信する。

・ＮＰＯ・ボランティアセンターを拠
点に市民活動に関する相談、ボラン
ティアに関するニーズ情報の収集・発
信及びコーディネートを行うほか、市
民活動の場を提供した。
＊ボランティアコーディネート成立件
数：20件

・メールマガジンをＮＰＯ・ボラン
ティアセンター登録団体及び過去の交
流会・ツアー参加者（約350団体・個
人）に対して配信している。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・ＮＰＯ・ボランティアセンターに
おいて、市民活動のサポートやボラ
ンティアコーディネート、情報提供
を実施し、ボランティア活動や地域
活動への参加を促進することで、市
民主体のまちづくりへの意識向上を
図ることができた。

地域政策課

60 地域コミュニティが抱え
る課題を解決するための
支援を行います。

・地域コミュニ
ティ活動サポー
ト事業
・地域コミュニ
ティが抱える課
題などの相談 - 有

・住民組織や町内会等へ話し
合いを支援するファシリテー
ターの派遣を行い、地域の課
題解決を支援する。
　新規実施団体 1団体
  フォローアップ団体 1団体
の実施

・住民組織や町内会等へ話し合いを支
援するファシリテーターの派遣を行
い、地域の課題解決を支援する。
　新規実施団体：1団体（予定）
　フォローアップ団体：1団体（令和4
年度に実施した団体が、フォローアッ
プを希望する場合）

・住民組織や町内会等へ地域づくりア
ドバイザーの派遣を行い、地域の課題
解決を支援する。
　新規実施団体：1団体（予定）
　フォローアップ団体：1団体（令和4
年度に実施した清里まちづくり振興
会）

C：計画どおり
実施できなかっ
た

B：目標はほぼ達成
（80％以上）

・令和4年度に実施した清里まちづ
くり振興会のフォローアップを1月
27日に開催した。

・新規実施については、3月末まで
に実施する予定であったが、応募団
体の事業内容の思い違い等があり実
施に至らなかった。今後は周知の方
法を検討していく必要がある。

地域政策課

61 育児の援助を受けたい人
（依頼会員）と育児の援
助を行いたい人（提供会
員）との相互援助活動に
関する連絡、調整を行い
ます。

・ファミリーサ
ポートセンター
の運営

- 有

・仕事と育児の両立を支援す
るため、提供会員を確保する
とともに、養成講座や講習会
を通して、提供会員の資質向
上を図り、子育て世帯の育児
負担の軽減等のニーズに応え
る。

・依頼会員からのニーズに対応できる
よう経済的負担の軽減を図るほか、提
供会員数を確保するため、各種団体等
を対象とした説明会を行うなど会員募
集活動を強化するとともに、養成講座
や講習会を通して、提供会員の資質向
上を図り、児童の預かり時における安
全性の向上につなげる。

・各種団体等を対象とした説明会
　（随時開催）

・提供会員養成講座（年4回開催）

・フォローアップ講習会等
 （年4回開催）

・依頼会員からのニーズに対応できる
よう経済的負担の軽減を図るほか、提
供会員数を確保するため、各種団体等
を対象とした説明会を行うなど会員募
集活動を強化するとともに、養成講座
や講習会を通して、提供会員の資質向
上を図り、児童の預かり時における安
全性の向上につなげた。

・各種団体等を対象とした説明会
　（随時開催）
　※新規実施団体：1団体

・提供会員養成講座（年4回開催）

・フォローアップ講習会等
 （年4回開催）

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・各種団体等を対象とした説明会を
開催し、提供会員の安定的な確保に
努め、養成講座や講習会を通して、
提供会員の資質向上を図った。

・依頼会員の仕事と育児の両立を支
援し、安心して働くことができる環
境づくりを推進した。

こども政策課

62 地域における支え合い体
制の構築のため、住民主
体における生活支援サー
ビスの提供を行います。

・訪問型サービ
スＢ（有償ボラ
ンティアによる
家事支援）を実
施し、担い手と
なる有償ボラン
ティアを養成し
ます。

- 有

・有償ボランティア養成講座
を6回開催し、有償ボランティ
ア増員を図る。

・担い手フォローアップ研修
を2回開催し、既に活動してい
る有償ボランティアのフォ
ローアップを図る。

・有償ボランティア養成講座を開催
し、担い手の確保を図る。

・担い手フォローアップ講座を開催
し、担い手のスキルアップ及び養成講
座受講済で未登録となっている方への
登録勧奨を通した担い手確保を図る。

・有償ボランティア養成講座の開催
・担い手フォローアップ講座の開催

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・有償ボランティア養成講座を6回
開催し、有償ボランティアを増員す
ることができた。

・担い手フォローアップ研修を2回
開催し、既に活動している有償ボラ
ンティアのスキルアップを図るとと
もに、昨年度の未登録者に研修会の
案内を送付し、登録推奨を行った。

高齢者支援課

63 ・高齢者見守り
支援ネットワー
ク事業

- 有

・高齢者の異変の早期発見に
向けて、地域の実情にあわせ
た日常的な見守り活動を促進
する。

・地域に出向き、見守り活動が必要と
なっている背景や見守り活動のポイン
トの説明を通じた働きかけ等を行い、
地域の実情に合わせた日常的な見守り
活動の促進につなげる。

・町内会や民生委員が実施する見守り
勉強会などに参加し、地域での見守り
活動の必要性について説明を行った。

・地域ケア会議に出席し、地域の実情
を把握するとともに、見守り活動につ
いて情報交換を行った。

B：計画をほぼ
実施（80％以
上）

B：目標はほぼ達成
（80％以上）

・地域ケア会議等において高齢化の
現状を示すとともに、地域での日常
的な見守り活動への協力を促し、見
守り活動の促進を図った。

高齢者支援課

64 ・認知症サポー
ターの養成

- 有

・認知症を正しく理解し、認
知症の人を見守ることができ
るよう、認知症サポーター養
成講座を開催するとともに、
企業や学校等の各団体に養成
講座の開催を促し、サポー
ターを養成する。

・認知症サポーター養成講座を開催す
るとともに、企業や学校等の各団体に
養成講座の開催を促し、子どもから高
齢者まで幅広い年代の認知症サポー
ターを養成する。

・認知症サポーター養成講座の開催を
通して、子どもから高齢者まで幅広い
年代のサポーターを養成した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

B：目標はほぼ達成
（80％以上）

・学校や企業に養成講座の開催を促
し、認知症サポーターの養成を行っ
た。

すこやかなく
らし包括支援
センター

高齢者が住み慣れた地域
で安心して暮らしていけ
るよう、地域における見
守りの体制を構築しま
す。

5
　
誰
も
が
互
い
に
支
え
合
う
ま
ち
づ
く
り

共
に
支
え
合
う
た
め
の
自
主
的
な
活
動
が
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れ
る
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を
目
指
し
ま
す
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）

事業計画事業内容No.
基
本
方
針

担当課
施策の方向

資料№１－２

(1)防災に関す
る情報提供や
避難時に必要
な施策、自
助・共助によ
る防災体制の
整備を推進し
ます。

①防災対策
や避難支援
体制の充実

65 市内で発生した犯罪、災
害、火災、交通事故など
の情報を市民へ知らせる
ことにより、市民がそれ
らの事態に迅速に対処で
きるようにします。

・安全メールに
よる情報発信

- 有

・市内で発生した火災や防
犯・交通安全等の注意喚起、
災害に関する情報等を適時的
確に発信する。

・防犯、防災、火災、交通安全等の情
報を迅速かつ確実に配信する。

・各種広報媒体や高齢者世帯訪問等で
登録を呼び掛ける。

・社会情勢に対応し、メールを始め、
ＳＮＳなど多様な手段で情報発信を行
う。

・市内で発生した火災や防犯・交通安
全等の注意喚起、災害に関する情報等
を適時的確に発信している。

・令和6年3月末登録件数：32,110人

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・市内で発生した火災や防犯・交通
安全等の注意喚起、災害に関する情
報等を適時的確に発信している。

・高齢者世帯訪問時（10月）や学
校・保護者へのチラシ配布（2月）
により登録を呼びかけた。

市民安全課

66 災害の予防及び災害発生
時に的確に対応するた
め、総合的かつ体系的な
防災体制の整備を進めま
す。

・ハザードマッ
プの作成・配布
・防災行政無線
等の整備、運用
・防災気象情報
の提供

- 有

・洪水ハザードマップ
　県が新たに公表する中小河
川の想定最大規模の浸水想定
区域図に基づき、避難場所の
見直しを行い、洪水ハザード
マップを更新し全戸配布す
る。

・防災行政無線等
　防災行政無線システム等の
保守点検を行い、常に使用で
きる状態を維持する。

・防災情報リンク集
　リンク集を通じ、市民の適
切な避難行動を支援する。

・各種ハザードマップの多言
語化
　多言語アプリにおける各種
ハザードマップ等の情報を最
新に保つ。

・洪水ハザードマップ
　県が新たに公表する中小河川の想定
最大規模の浸水想定区域図に基づき、
避難場所の見直しを行い、洪水ハザー
ドマップを更新し全戸配布する。

・防災行政無線等
　防災行政無線システム等の保守点検
を行う。令和6年度の工事開始を予定し
ている次期防災行政情報伝達システム
の設計を令和4、5年度の2カ年で行うこ
ととしており、令和5年度は実施設計を
行う。

・防災情報リンク集
　外部リンクの追加やリンク先ページ
の更新によるアドレス変更の対応を定
期的に実施し、市民が必要とする情報
を提供する。

・各種ハザードマップの多言語化
　各種ハザードマップ等の更新に伴
う、多言語アプリ内の情報の更新に速
やかに着手する。

・洪水ハザードマップ
　県が新たに公表する中小河川の想定
最大規模の浸水想定区域図に基づき洪
水ハザードマップの更新を行うための
業務委託の契約手続きを進めている。

・防災行政無線等
　防災行政無線システム等の保守点検
を行っている。
　次期防災行政情報伝達システムの実
施設計を完了した。

・防災情報リンク集
　「地震・津波」情報の追加や、リン
ク先ページの更新によるアドレス変更
等の対応を定期的に実施している。

・各種ハザードマップの多言語化
　洪水ハザードマップの更新後、多言
語アプリ内の情報更新に速やかに着手
する。

B：計画をほぼ
実施（80％以
上）

B：目標はほぼ達成
（80％以上）

・概ね計画どおり進んでいる。

・洪水ハザードマップは年度末に更
新を予定しており、多言語アプリを
使用し多言語化に着手する。

・次期防災行政情報伝達システムの
実施設計を完了した。

危機管理課

多文化共生課

67 要配慮者に配慮した災害
対応計画や避難体制の整
備を進めます。

・要配慮者に配
慮した災害対応
計画及び避難体
制を整備する。

- 有

・国・県の上位計画や法令等
で、避難行動要支援者や要配
慮者に関する災害対応や避難
体制の見直しがあった場合
は、当市においても検討を行
い、必要に応じて市地域防災
計画の見直しを行う。

・県計画の変更に合わせた修正を行
う。

・防災リーダーを対象に要支援者セミ
ナーを開催するとともに、訓練実施を
促す。

・県計画の修正を受け、市地域防災計
画の修正作業を実施中（R6.3までに完
了予定）

・防災リーダー研修による要支援者セ
ミナーの実施（9箇所）

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・国の防災基本計画及び県地域防災
計画の修正を踏まえ、市地域防災計
画について所要の修正を行い、避難
体制の整備を進める。

・防災リーダーへ要支援者セミナー
を実施し、地域における助け合いや
支援の必要性を理解してもらった。

市民安全課

68 要支援者の的確な把握と
緊急時の迅速な対応に向
けた仕組みの充実を図り
ます。

・要支援者名簿
の充実
・個別避難計画
策定の支援

- 有

・町内会（自主防災組織）に
おける個別避難計画の作成率
を100％とする。

・避難行動要支援者名簿・福祉避難所
避難対象者名簿及び個別避難計画を整
備するとともに、町内会や関係機関へ
情報提供し、災害時の避難支援体制を
構築する。

・町内会や関係機関に避難行動要支援
者名簿を提供

・民生委員や町内会長の協力を得て、
避難行動要支援者名簿の更新作業を実
施

・個別避難計画未策定町内会へ個別訪
問し、社協と連携した支援事業を実施

B：計画をほぼ
実施（80％以
上）

B：目標はほぼ達成
（80％以上）

・個別避難計画未作成や未更新の町
内会へ訪問し、社会福祉協議会と連
携した作成支援を行うなど、災害時
の円滑な避難支援の実施を図った。

生活援護課

69 災害時に迅速かつ的確に
支援を行えるよう、地域
ぐるみで災害弱者の避難
を支援する体制づくりを
行います。

・福祉避難所対
象者の管理・調
整
・ヘルプカー
ド・安全メール
の活用

- 有

・福祉避難所対象者について
定期的に確認を行い、最新の
情報を関係者が共有できるよ
うにする。

・福祉避難所対象者の個別避難計画に
ついて、最新情報の確認を行う。

・災害時における視覚障害及び聴覚障
害のある人用にヘルプカードを作成、
配布する。

・避難行動要支援者名簿の更新

・災害時における視覚障害及び聴覚障
害のある人にヘルプカードを作成、配
布した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・避難行動要支援者名簿の更新を
行った。今後は、個別避難計画の作
成を行う。

福祉課
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（具体的な取組内容）
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の
方
向
性

第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）

事業計画事業内容No.
基
本
方
針

担当課
施策の方向

資料№１－２

②自主防災
活動の推進

70 災害時に「自助・共助」
の力を相互に発揮でき、
被害が最小限となるよう
自主防災活動を支援しま
す。

・防災アドバイ
ザーの派遣
・防災士や防災
リーダーの養成

拡
充

有

・防災士や防災リーダーを養
成し、防災リーダー研修、防
災アドバイザーの派遣など、
自主防災組織等の防災活動が
活性化するよう支援する。

・若い世代と女性の防災士養
成を促進する。

・防災アドバイザーを増員
（定員20人→40人）し、支援
体制を強化する。

・防災士養成講座の実施

・市内の指定避難所において、避難所
運営訓練を実施

・避難行動計画に基づく訓練セミナー
の実施

・活動停滞組織及び要支援者搬送訓練
計画組織に対し、防災アドバイザーを
派遣

・防災リーダー研修の実施

・防災活動への若い世代や女性の参画
を図るため、防災士資格取得に必要な
教本代と受験料を補助する。

・防災士養成講座の実施（R5.11月）

・防災活動へ若い世代や女性の参画を
図るため、防災士資格取得に必要な教
本代と受験料を補助（21人）

・市内の指定避難所において、避難所
運営訓練を実施（31箇所のうち27箇所
実施、未実施4箇所は次年度に実施予
定）

・防災リーダー研修の実施（9箇所）

・防災アドバイザーを増員（17人→33
人）し、支援体制を強化

・活動停滞組織及び要支援者訓練計画
組織に対し、防災アドバイザーを派遣
（88回）

B：計画をほぼ
実施（80％以
上）

B：目標はほぼ達成
（80％以上）

・地域の防災リーダーとなる防災士
を養成するとともに、町内会長や防
災士に対する研修を実施したほか、
自主防災組織に防災アドバイザーを
派遣して地域における防災活動の支
援を行い、地域防災力の向上を図っ
た。

市民安全課

(2)防犯に関す
る情報提供や
注意喚起、地
域ぐるみの防
犯活動を推進
します。

①防犯対策
の充実

71 「地域の安全は自ら守
る」という自主防犯意識
を高めるため、的確な防
犯情報の提供、広報啓発
活動等を推進します。

・防犯意識の向
上に向けた広報
啓発
・防犯座談会の
開催
・防犯情報の提
供 - 有

・一人ひとりの防犯意識の向
上に向け、情報提供や啓発活
動を実施する。

・依頼に応じ防犯教室や出前
講座等を実施する。

・地域安全支援員、安全教育
指導員等による高齢者世帯訪
問を実施する。

・警察、各団体と連携し、年金支給日
等にあわせて、特殊詐欺防止チラシを
配布し注意喚起する。

・地域安全支援員、安全教育指導員等
による高齢者世帯訪問を通年で実施す
る。

・防犯意識を向上させるため、偶数月
の年金支給日及び防犯週間において、
特殊詐欺防止に関する啓発活動や敬老
会等への出前講座を実施した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・年金支給日及び防犯週間で特殊詐
欺被害防止の啓発活動を実施したほ
か、敬老会等への出前講座を実施し
た。

・地域安全支援員、安全教育指導員
による高齢者世帯訪問を実施し、防
犯意識の向上を図った。

市民安全課

72 地域の連帯感を強め、互
いが助け合う地域社会が
形成されるよう支援しま
す。

・自主防犯活動
の推進
・人材の育成

- 有

・地域一体となった見守り活
動の重要性を周知するため広
報媒体を通じて防犯活動の啓
発強化を図る。

・防犯の日、防犯週間期間中
の活動参加を増加させる。

・110ばん協力車参加者の拡充
を図る。

・地域安全支援員の指導力の
向上を図る。

・地域の防犯活動に多くの市民から参
加してもらうため、地域ぐるみの防犯
活動の重要性を周知する。

・110ばん協力車によるながらパトロー
ルに参加してもらうため、各広報媒体
や高齢者世帯訪問等を通じ制度を広く
周知し、参加者の拡充を図る。

・地域安全支援員を対象とした研修会
を実施する。

・防犯の日（7/12）、防犯週間（7/9～
7/17）にあわせた取組依頼を行った。
（市内の小中学校、保育園、幼稚園、
認定こども園、防犯協会、町内会、商
工会）

・110ばん協力車によるながらパトロー
ルに参加してもらうため、各広報媒体
や安全教室の機会を捉え広く周知し
た。

・地域安全支援員対象の研修会を実施
した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・防犯の日、防犯週間の期間中の防
犯活動への参加の呼びかけにより、
参加者数は増加した。

・110ばん協力車の登録を市民・事
業所へ呼びかけ、登録者数の拡充を
図ることができた。

・地域安全支援員対象の研修会は6
月に実施した。を実施し指導力の向
上を図った。

市民安全課

73 ハードとソフト両面か
ら、犯罪の起こりにくい
総合的な環境づくりを推
進します。

・犯罪の防止に
配慮した基盤整
備
・住宅等の防犯
対策の啓発
・児童等の安全
確保のための取
組の推進

- 有

・全ての保育園・幼稚園、小
学校において、防犯教育が行
われている状態にする。

・小・中学校を対象とした通
学路の安全点検に参加し、対
策を講じることで安全安心が
確保されている状態にする。

・保育園・幼稚園、小学校で防犯教室
を実施する。

・小・中学校を対象とした通学路の安
全点検に参加し、対応を検討する。

・地域安全支援員、安全教育指導員が
保育園や小学校等に出向き、年代に応
じた内容で防犯教室を実施している。

・小中学校における通学路点検箇所に
ついては2件防犯灯に関する要望があり
対応済。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・派遣要請のあった保育園や小学校
等に地域安全支援員、安全教育指導
員が出向き、年代に応じた内容で防
犯教室を実施している。

・派遣要請のなかった保育園等に対
しては、実施内容について調査し、
防犯教育が行われていることを確認
した。

市民安全課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）

事業計画事業内容No.
基
本
方
針

担当課
施策の方向

資料№１－２

(3)冬期間の安
全な通行空間
の確保と除雪
に必要な施策
を推進しま
す。

①除雪対策
の充実

74 要援護世帯に対し、住居
の屋根及び玄関前の除雪
費用の一部を助成しま
す。

・除雪費の一部
助成

- 有

・要援護世帯除雪費助成事業
の対象となる全ての世帯が助
成を受け、除排雪ができてい
る状態とする。

・民生委員・児童委員を通して対象者
を決定し、限度額内において除排雪に
要した費用の一部を助成する。

・市内の全地区民児協定例会で事業説
明を実施
・民生委員・児童委員を通して対象者
を決定し、限度額内において除排雪に
要した費用の一部を助成

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

民生委員・児童委員の協力を得なが
ら、除雪の支援が必要な世帯に対
し、除排雪に要した費用の一部を助
成した。

生活援護課

75 通学路を対象とした、き
め細やかな除雪を実施
し、冬期間における通学
児童・生徒の安全確保を
図ります。

・小中学校の通
学路を対象とし
た歩道除雪の推
進
・幅員が狭く、
除雪機械が入れ
ない歩道や歩道
がない通学路な
どは、車道を拡
幅し、歩行者空
間の確保に努め
る

- 有

・小中学校の通学路を対象と
した歩道除雪の実施により、
冬期間の通学児童・生徒の安
全確保を図る。

・幅員が狭く、除雪機械が入
れない歩道や歩道がない通学
路などは、道路除雪により車
道を拡幅し、歩行者空間を確
保する。

・通学路の変更や追加があった場合
は、歩道除雪の可不可について、除雪
事業者と現地確認を行い、実施が可能
と判断した路線は、R5年度の冬期道路
交通確保除雪計画に登載し、除雪を行
う。

・通学路の変更や追加があった歩道に
ついて、除雪事業者と現地確認を実施
し、除雪が可能な路線を、R5年度の冬
期道路交通確保除雪計画に登載し、除
雪を行った。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・小中学校の通学路を対象とした歩
道除雪の実施により、冬期間の通学
児童・生徒の安全確保を図ることが
できた。

道路課
（雪対策室）

76 中山間地域の冬期間にお
ける地域住民の安全で安
心な生活環境を確保しま
す。

・集落内の主要
生活道路の除
雪、高齢者世帯
等の除雪支援及
び公共施設等の
除雪を集落に委
託

見
直
し

有

・令和4年度に実施した調査を
もとに選定した9地区14集落に
ついて集落内の主要生活道路
の除雪等の業務を実施する。

・新潟県に対して本事業の継
続と活動主体や事業実施対象
地域の要件の緩和について引
き続き要望していく。

・9地区14集落へ集落内の主要生活道路
の除雪等の業務を委託する。

・新潟県に対して本事業の継続と活動
主体や事業実施対象地域の要件の緩和
について要望を行う。

・8地区12集落へ集落内の主要生活道路
の除雪等の業務を委託している。

B：計画をほぼ
実施（80％以
上）

B：目標はほぼ達成
（80％以上）

・3月末までの事業実施予定 地域政策課

77 中山間地域の集落におい
て除雪等要支援者の除雪
等を支援するため、ボラ
ンティア活動として除雪
等を行う人を派遣する住
民組織等に対し、補助金
を交付します。

・住民組織等の
除雪等ボラン
ティア活動支援

- 有

・中山間地域の各区において
制度の活用を働きかけ、除草
や除雪等の支援を要する世帯
に対し、近隣地域または市内
で支援する支え合い体制の維
持を目指す。

・実施団体への聞き取りによりニーズ
を把握し、必要に応じて補助金を交付
する。

・実施団体への聞き取り内容を参考に
制度の在り方を検討していく。
＊地域支え合い体制づくり事業補助金
　1地区×5万円

・活用希望のあった実施団体（1団体）
に対し、補助金を交付し支援してい
る。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・3月末までの事業実施予定 地域政策課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）

事業計画事業内容No.
基
本
方
針

担当課
施策の方向

資料№１－２

(1)誰もが安全
かつ快適に利
用できるよう
施設整備を推
進します。

①公共施設
におけるユ
ニバーサル
デザインの
推進

78 市の施設を誰もが安全・
安心で快適に利用できる
ようにするため、公共建
築物ユニバーサルデザイ
ン指針に基づく整備を推
進します。

・公共建築物ユ
ニバーサルデザ
イン指針に基づ
く市の施設整備
（学校施設、公
民館、体育施
設、観光施設
等）
・わかりやすい
誘導・案内看板
等の設置

- 無

・市の施設の新設、増設、改
修にあたり、公共建築物ユニ
バーサルデザイン指針に基づ
いて設計されているか事前協
議を行い、指針に基づく整備
を推進することにより、利用
者の安全かつ快適な利用を図
る。
＊適合率を100％を目指す
(構造上やむを得ない場合を除
く)

・施設の整備において、ユニバーサル
デザイン指針に基づき設計されている
か、予算要求時や実施前に事前協議を
確実に行い、整備を推進する。

・各課の修繕見込みから、内容を確認
し、指針適合に結びつける。

・事前協議での適合率を100％とする。

・施設の整備において、ユニバーサル
デザイン指針に基づき設計されている
か、予算要求時や実施前に事前協議を
確実に行い、整備を推進した。

・各課の修繕見込みから、内容を確認
し、指針適合に結びつけた。

・事前協議での適合率は構造上やむを
得ない事情等を除き100％であった。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・予算要求時や実施前の事前協議を
確実に行い、現在、適合率100％と
することができている。

多文化共生課

②民間施設
におけるユ
ニバーサル
デザインの
推進

79 民間の公共的施設が誰も
が使いやすい施設となる
よう、新潟県福祉のまち
づくり条例に基づき協議
や指導、助言を行いま
す。

・新潟県福祉の
まちづくり条例
整備マニュアル
に基づく民間施
設（病院、社会
福祉施設、商業
施設等）の整備
に係る協議・指
導・助言の実施

- 有

・民間の公共的施設につい
て、県福祉のまちづくり条例
整備マニュアルに基づく協
議、指導、助言を実施し、マ
ニュアルに基づく整備を推進
することにより、利用者の安
全かつ快適な利用を図る。

＊適合率を55％（県の目標
値）以上とする。

・新潟県福祉のまちづくり条例整備マ
ニュアルに基づく事前協議を行い、不
適合箇所への指導・助言を徹底する。

・新潟県福祉のまちづくり条例整備マ
ニュアルに基づく事前協議を行い、不
適合箇所への指導・助言を徹底した。

＊適合率：8.3％（第3四半期まで）

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

C：目標を達成でき
なかった

・新潟県福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに基づく協議を行った
が、目標に達しなかった。

・施設用途により適合に向けた意識
はあるものの、適合率が目標に達し
ていないことから、指導を徹底した
い。

多文化共生課

③誰もが暮
らしやすい
居住環境の
整備

80 在宅で生活する高齢者の
自立を推進するため、住
宅リフォームを支援しま
す。

・補助金の交付

- 有

・高齢者の自立した生活の維
持・改善、介護者の負担軽減
などに繋がる助成内容となる
よう必要に応じ助言を行う。

・改修工事の実施前、必要に応じて現
地を訪問し、改修箇所や改修方法につ
いて、専門的知見から助言を行う。

・改修工事の完了後、必要に応じて現
地を訪問し、利用者の身体状況に適合
した改修となっているか、確認を行
う。

・訪問は5件/月×12＝60件/年（介護保
険の住宅改修を含む件数）を目標とす
る。

・改修工事実施前、実施後の訪問件数
　：61件

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・福祉住環境コーディネーターの資
格を有する住宅改修適正化推進員
が、必要に応じて現地を訪問し、高
齢者の身体状況に応じた自立支援、
転倒予防及び家族の介護負担軽減等
につながる助言、指導を行ってい
る。

高齢者支援課

81 障害のある人が住み慣れ
た住宅で安心して自立し
た生活を送られるよう、
住宅リフォームを支援し
ます。

・補助金の交付

- 有

・障害のある人が住環境を整
備し、自立した生活を営める
よう、手帳交付時の説明によ
り引き続き周知の徹底を図
る。また、必要以上に申請者
を待たせることがないよう、
手続きを速やかに行う。

・補助金の交付
補助額：50万円（日常生活用具給付事
業の居宅生活動作補助用具給付対象者
は30万円）に下記区分による割合を乗
じて得た額
　生活保護世帯　　10/10
　所得税非課税世帯　3/4
　その他の世帯　　　1/2

・障害のある人が住み慣れた住宅で安
心して自立した生活を送るために必要
な住宅改修費用を補助した。（6件）

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・障害のある人が住み慣れた住宅で
安心して自立した生活を送るために
必要な住宅改修費用を補助した。

福祉課

82 空き家等の適切な管理及
び活用促進を図ることに
より、市民一人ひとりが
安全安心に暮らすことが
できる生活環境を確保し
ます。

・所有者等によ
る空き家等の適
切な管理の促進

- 有

・安全安心な生活環境の確保
に向け、空き家等の所有者等
に対し適切な維持管理を促進
する。

・広報上越や市ホームページ等を活用
して、空き家対策に関する啓発を行
う。

・所有者等に対して、空き家等の適切
な管理が図られるよう、助言・指導を
通知するとともに、適正管理に向けた
依頼を行う。
　助言・指導通知　3回
　適正管理依頼　1回＋随時

・広報上越令和5年8月号に「空き家に
ついて」を掲載して啓発を行った。

・所有者等に対して、空き家等の適切
な管理が図られるよう、助言・指導を
通知するとともに、適正管理に向けた
依頼を行った。
　助言・指導通知　1回
　適正管理依頼　　1回

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・計画どおり実施したため。 建築住宅課

83 雁木の保存と活用を推進
するため、地域指定を受
けている地域において、
雁木の新築・修繕・雁木
下通路の段差解消工事に
対し支援します。

・補助金の交付

拡
充

有

・雁木の保存と活用を推進する
ため、地域指定を受けている地
域において、雁木の新築・修
繕・雁木下通路の段差解消工事
に必要な費用を補助する。

・県の空き家利活用支援事業補
助金を活用し、県外転入者及び
子育て世帯を対象としたインセ
ンティブとして補助金加算額を
設ける。(最大275千円)
・補助率：1/2 補助限度額：550
千円
・加算額：最大275千円(補助額
の1/2)

・雁木の保存と活用を推進するため、
地域指定を受けている地域において、
雁木の新築・修繕・雁木下通路の段差
解消工事に必要な費用を補助する。

・雁木のある地域、特に地域指定を受
けている地域に対し制度の周知を行
い、補助金利用の促進を図ることで、
雁木の保存と活用を推進していく。

・雁木の保存と活用を推進するため、
地域指定を受けている地域において、
雁木の新築・修繕・雁木下通路の段差
解消工事に必要な費用を補助した。
＊申請件数　9件　2,441千円

・地域指定を受けている地域に対し回
覧板にて制度及び補助金受付延長の周
知を行った。（R5.7回覧）

・また、雁木を有する地域指定を受け
ていない地域の町内会長宛てに地域指
定に向けて制度の周知を行った。

B：計画をほぼ
実施（80％以
上）

B：目標はほぼ達成
（80％以上）

・雁木の保存と活用を推進するた
め、地域指定を受けている地域にお
いて、雁木の新築・修繕・雁木下通
路の段差解消工事に必要な費用を補
助した。

・地域指定を受けている地域に対し
回覧板にて制度及び補助金受付延長
の周知を行った。（R5.7回覧）ま
た、雁木を有する地域指定を受けて
いない地域の町内会長宛てに、地域
指定に向けて制度の周知を行った。

文化振興課

7
　
誰
も
が
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

公
共
空
間
や
居
住
空
間
に
お
い
て
、

誰
も
が
利
用
し
や
す
く
、

住
み
や
す
く
、

安
全
に
生
活
で
き
る
ま
ち
を
目
指
し
ま
す

19



基
本
目
標

計画
（具体的な取組内容）

目標

予
算
計
上
の

有
無

取
組
の
方
向
性

第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和5年度実施計画進捗状況（R6.3月末現在）

令和5年度第5次人まち計画での位置付け

評価
目標達成の理由、未達成の要因等、実
施状況や目標達成状況から事業の評価

を記載

実績
（R6.3月末見込）

具多的な取組内容
事業の実施状況
（取組内容にお
ける実施率等）

事業の目標達成状況
（事業の成果や効果

目標達成率）

事業計画事業内容No.
基
本
方
針

担当課
施策の方向

資料№１－２

(1)誰もが安心
して移動でき
るよう地域公
共交通の維
持・確保に取
り組みます。

①地域公共
交通の利便
性の向上

84 地域の実情にあった公共
交通の再編を行い、地域
公共交通を維持・確保し
ます。

・利便性、持続
可能性に配慮し
た路線バスの再
編

- 有

・第2次総合公共交通計画の後
期再編計画（計画期間：令和6
年度から令和9年度）を策定す
る。
・第2次総合公共交通計画に基
づき、路線バスの再編を行
う。

・地域の特性や移動実態に即した利用
しやすい移動手段について、地域と協
議し、第2次総合公共交通計画の後期再
編計画を策定する。

・第2次総合公共交通計画に基づき、路
線再編の詳細の検討、地域住民、関係
団体、事業者との協議、関係機関との
調整等を行い、年度計画に沿って再編
を実施する。

・利用者数を基準としたバス路線の評
価・検証を行い、市の財政負担の削減
効果や、評価結果について、地域住民
と情報を共有し、継続的に見直しを行
う。

・安塚区及び牧区において導入したデ
マンド交通システムを活用した予約型
コミュニティバスの運行を継続すると
ともに、他地区への拡大に向けた検討
を行う。

・上越市地域公共交通活性化協議会に
おいて、後期再編計画の策定に向けた
協議を実施し、計画案を作成。パブ
リックコメントを経て計画を策定し
た。

・第2次総合公共交通計画に基づきバス
路線を再編（令和5.10月 一部路線を廃
止し、互助による輸送に転換）

・地区公共交通懇話会等を開催し、バ
ス路線の評価結果や再編について地域
住民と情報共有、意見交換を実施した
上で、地域別の再編計画を作成した
（地域別の再編計画は後期再編計画に
登載）。

・予約型コミュニティバスの導入拡大
に向けた検討を行い、令和6年度から9
年度までの導入計画を作成した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・当初の予定どおり各種の協議を実
施し、計画の策定が完了する見通し
である。

交通政策課

85 運行の安定性・安全性・
快適性の向上に取り組み
ます。

・鉄道事業者安
定経営支援補助
金、バス運行対
策費補助金の交
付による生活交
通の維持確保

- 有

・鉄道事業者安定経営支援補助
金及びバス運行対策費補助金の
交付により、生活交通の維持確
保を図る。
＊えちごトキめき鉄道安定経営
　　支援補助金　79,380千円
＊北越急行安全輸送設備等整備
　　事業補助金　16,272千円
＊バス運行対策費補助金
　　440,358千円
＊住民主導型コミュニティ交通
　　事業負担金　8,116千円

・鉄道事業者安定経営支援補助金及び
バス運行対策費補助金の交付

・互助による輸送を行う団体に対する
補助金の交付

・鉄道事業者安定経営支援補助金及び
バス運行対策費補助金の交付
＊えちごトキめき鉄道安定経営
　　支援補助金　59,876千円
＊北越急行安全輸送設備等整備
　　事業補助金　17,110千円
＊バス運行対策費補助金
　　421,079千円
＊住民主導型コミュニティ交通
　　事業負担金　5,436千円

B：計画をほぼ
実施（80％以
上）

B：目標はほぼ達成
（80％以上）

・予定どおり補助金交付決定・協定
書締結し、対象事業が実施されてい
る。

・ただし、えちごトキめき鉄道安定
経営支援補助金のうち、変電所更新
工事に必要な部品の製造元の工場設
備が故障し、部品の調達に日数を要
したことから、年度内の補助金の支
払いが見込めないため一部を繰越予
定である。

交通政策課

86 分かりやすい運行情報や
利用案内の提供に取り組
みます。

・分かりやすい路
線系統表示や時刻
表、啓発資料の作
成
・バス事業者が導
入するバスロケー
ションシステムに
補助金を交付し、
バスの利用環境を
向上させる。

- 有

・時刻表や啓発資料の内容に
ついて、法定協議会や利用者
の意見を踏まえてより充実し
たものとし、継続的な利用促
進を図る。

・バスの位置情報が把握でき
るバスロケーションシステム
を運用する。

・法定協議会や利用者の意見を踏まえ
た時刻表や啓発資料の作成

・バス事業者に補助金を交付し、バス
ロケーションシステムを運用する。
　バス運行対策費補助金　3,606千円

・上越市内公共交通「マイ時刻表」の
配布
・高齢者を対象とした公共交通啓発資
料の配布

・バス運行対策費補助金によるバスロ
ケーションシステムの運用の支援
1,821千円

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・目標のとおり実施している。 交通政策課

87 運行の安全性・快適性の
向上に取り組みます。

・国の補助事業
の活用による福
祉タクシーの導
入促進

- 無

・引き続き、福祉タクシーの
導入促進に取り組み、障害者
等の交通弱者の移動手段を確
保する。

・福祉タクシーの導入促進に向け、関
係団体等に補助制度等の情報発信を行
う。

・福祉タクシーの導入促進に向け、関
係団体等に補助制度等の情報発信を行
う。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・福祉タクシーの導入促進に向け、
関係団体等に対し国の補助制度等の
情報発信を行ったが、導入する事業
所はなかった。

福祉課

(2)誰もが安全
かつ快適に移
動できるよう
歩道・道路整
備を推進しま
す。

①安全・安
心な歩道・
道路の整備

88 誰もが安全に安心して移
動できる歩道や道路を整
備します。

・歩道・道路整
備の推進

- 有

・道路整備計画に基づき、歩
道及び道路整備を実施する。

【歩道築造】
　L=0.6ｋｍ（5路線）
【道路築造】
　L=0.1ｋｍ（15路線）

・道路整備計画に基づき、歩道及び道
路整備を実施した。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・道路整備計画に基づき、計画的に
歩道及び道路整備を実施する。

道路課

89 歩行者などの交通の安全
確保や街頭犯罪の未然防
止を図るため、集落間通
学路に防犯灯を整備しま
す。

・防犯灯整備

- 有

・集落間の通学路において、
必要な箇所に防犯灯が設置さ
れている状態にする。

・新設予算計上箇所への防犯灯の設置
・市が管理する防犯灯の適正な維持管
理

・新設予定の1箇所は工事完了
　（R5.6完了）
・市が管理する防犯灯の適正な維持管
理を実施している。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・設置基準に基づき必要な箇所に防
犯灯を設置・維持管理し、安全を確
保することができた。

市民安全課

90 交通事故の発生を防止す
るため、カーブミラーを
維持管理・整備します。

・カーブミラー
の整備

- 有

・必要な箇所にカーブミラー
が設置されている状態にす
る。

・必要な箇所にカーブミラーを設置す
る。

・市が管理するカーブミラーの適正管
理

・「カーブミラーの要否判定の指針」
に基づき、必要な箇所にカーブミラー
を設置した。（新設6基）

・市が管理するカーブミラーに不具合
があった際は速やかに修繕するなど適
正に維持管理している。

A：計画どおり
すべて実施
（100％）

A：目標達成
（100％）

・「カーブミラー要否判定の指針」
に基づき必要な箇所にカーブミラー
を設置・維持管理し、安全を確保す
ることができた。

市民安全課

8
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資料№2-1 

1 

 

第 5次人にやさしいまちづくり推進計画に係る令和 6年度実施計画 

 

１ 事業の状況 

令和 5 年度事業の評価を踏まえ、必要な見直しを行いながら 90 事業を継続して実施する。 

基本方針 
令和 6 年度 

事業数 

令和 5 年度 

事業数 

1 誰もが理解し合えるまちづくり 12 12 

2 誰もが学べるまちづくり 6 6 

3 誰もが働けるまちづくり 7 7 

4 誰もが健康に暮らせるまちづくり 33 33 

5 誰もが支え合うまちづくり 6 6 

6 誰もが安心して暮らせるまちづくり 13 13 

7 誰もが快適に暮らせるまちづくり 6 6 

8 誰もが移動しやすいまちづくり 7 7 

合  計 90 90 

 

 

２ 令和 5 年度からの主な変更点 

取組の方向性として、「見直し」が 1 事業、「拡充」が 2 事業あるほかは、令和 5 年度事

業を継続することとしている。 
資料 2-2
対応頁 

事業№、事業概要 主な見直し・拡充内容 担当課 

4 

№14 ≪見直し≫ 
家庭の経済的負担を軽減するため、児
童生徒の就学にかかる費用を補助す
る。 

幼稚園児の入園料、保育
料の補助の部分を削除 
⇒第 1 回会議で報告済 

学校教育課 

6 
№19 ≪拡充≫ 
市内企業等への就労を支援し、雇用の
安定につながる施策を推進する。 

求人・求職トータルサポ
ート事業として、企業と
求職者をマッチングする
ポータルサイトの構築
や、企業の人材確保のた
めの総合相談窓口の設置
等を行う。 

産業政策課 

6 

№22 ≪拡充≫ 
仕事と家庭生活の調和や女性の活躍
推進を実現できる職場環境の改善を
進める施策を推進する。 

ワーク・ライフ・バランス
推進企業認定費補助金の
実施。 

産業政策課 

 ※資料№2-2 の赤字部分は令和 5 年度第 1 回に提示した「令和 6 年度事業計画」からの変

更箇所。（目標値は令和 5 年度の実績に基づき、取組は具体的なものに変更） 
 
  



(1)人にやさしい
まちづくりの考
え方を理解し認
め合うための広
報や教育・学習
を推進します。
また、日常生活
の中で起きた困
りごとについて
の相談窓口や支
援体制を整えま
す。

①人にやさ
しいまちづ
くりの普及
啓発

1 人にやさしいまちづくり、
ユニバーサルデザインの考
え方を広く普及するため
に、啓発活動のほか、学校
や地域での学習推進を図り
ます。

・市職員研修
・教員研修
・普及啓発パンフレット、
冊子配布

- 有

・研修受講者が、人にやさしいまちづくりや
ユニバーサルデザインの考え方を理解し、業
務に取り入れたり、授業等の中で子どもたち
に伝えたりするなど、それぞれの立場におい
て活用できる状態とする。

・普及啓発パンフレット・冊子や広報を利用
し、市民や企業に人にやさしいまちづくりや
ユニバーサルデザインの考え方を普及する。

＊目標値：人にやさしいまちづくり推進の取
組及びユニバーサルデザインの学習者数
 250人

・採用3年目市職員研修の実施（1回）
・教職員研修(3年目悉皆研修)の実施（1回）
・小中学校でのユニバーサルデザインに関す
る出前講座の実施
・市民や企業への普及啓発パンフレット、冊
子配布
・地域の集まりや企業訪問の際に説明を実施
（随時）
・関連団体のイベント等での市民への普及啓
発

多文化共生課

②相談・支
援体制の充
実

2 様々な権利侵害からの保護
や救済と同時に、障害のあ
る人が権利を行使できるよ
う保障するための環境を作
ります。

・障害のある人の権利擁護
の取組を推進

- 有

・障害者差別解消支援法の趣旨等を市民、事
業者、支援者等に周知することで、障害を理
由とした差別の解消や障害のある人への合理
的配慮の提供が推進されるよう、環境整備を
図る。

・差別事案等の相談・情報提供がしやすい体
制を整理することで、事案発生の実態把握を
進める。

・上越市障害者差別解消支援地域協議会の開
催
・障害者差別解消に資する周知啓発の実施
・障害を理由とする差別事案の情報収集

福祉課

3 障害児や障害者及びその家
族などが生活全般について
相談しやすい環境を整備し
ます。

・すこやかなくらし包括支
援センターを中心とした相
談支援事業の実施 - 有

・障害のある人が適切な相談を受けられるこ
とで、安心して地域で生活できるよう、関係
機関における相談支援の質の向上を図る。

・地域生活支援拠点を中心に、地域包括支援
センターや相談支援事業所等を対象とした研
修会（事例検討会）の開催：月１回開催

福祉課

4 家族や生活に関して女性が
抱えるあらゆる諸問題に対
し、助言・支援などを行う
ための相談体制を整備しま
す。

・女性相談の実施

- 有

・関係機関や庁内関係課と連携し、適切な支
援・助言等を行うことで様々な状況の相談者
が安心して生活を送れる状態にする。

・配偶者等からの暴力被害にあっている相談
者に対しては、関係機関等と連携し、安全確
保が図られる状態にする。

・女性相談員を配置し、様々な悩みや困難な
問題を抱えた相談者に対応し、関係機関と連
携して、必要な支援を講じる。

＊相談員  3人
＊相談時間  月～土曜日 9:00～17:00
（毎週火曜日は電話相談を19:00まで延長）
＊日曜・祝日・年末年始・毎月第3水曜日は
休み。その他出張相談あり（事前予約制）

多文化共生課
(男女共同参画推進
センター）

5 高齢者の権利擁護などに関
する相談体制を整備しま
す。

・高齢者相談の実施

- 有

・地域包括支援センターにおいて高齢者の権
利擁護などに関する相談に対応する。

・地域包括支援センター職員の対応力の向上
を図る研修会を開催し、相談に適切に対応で
きるようにする。

・地域包括支援センター職員を対象に、高齢
者虐待や成年後見制度などに関する研修会を
開催する。

すこやかなくらし
包括支援センター

第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）
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組
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※赤字部分は第1回会議の内容から変更となった箇所
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）
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第5次人まち計画での位置付け
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（具体的な取組内容）

令和６年度（案）
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基
本
方
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資料№2-2

6 外国人市民が暮らしやすい
環境づくりを進めるため、
相談業務を充実します。

・外国人相談の実施

- 有

・外国人相談窓口を開設し、安全・安心な生
活を送ることができるようにする。

・上越国際交流協会に委託し、外国人相談窓
口を開設する。
＊開設：月～金曜日 10:00～17:00
　　　　土曜日 10:00～13:00
＊休み：日曜日・祝日・年末年始、
　　　　毎月第3水曜日
＊言語：木曜日は英語、その他は中国語

多文化共生課

7 子どもの虐待、いじめ、差
別、その他子どもの権利の
侵害の予防・早期救済を図
るとともに、連絡・相談体
制の充実を図ります。

・子どもの虐待、いじめ、
差別、その他子どもの権利
の侵害の予防・対応（訪問
や相談、研修会や会議等の
開催、育児等のアドバイ
ス、情報交換や交流）
・要保護児童対策地域協議
会の運営
・いじめ問題対策連絡協議
会等の運営

- 有

・児童相談所等の関係機関と連携し、児童虐
待の早期発見・早期対応を行うとともに、継
続的な見守り支援を通して、保護者に寄り添
い、子どもの虐待を未然に防ぐ。

・子どもの権利について、子ども自身と市民
が正しい知識を持ち、権利を尊重する意識と
行動を身につける。

・いじめ問題対策連絡協議会等の開催によ
り、関係団体との情報交換や連携を図る。

・学校だけでは解決が困難なケースについ
て、ＪＡＳＴ（上越あんしんサポートチー
ム）が関係機関と連携を図りながら学校を支
援し、早期解決する。

・上越市要保護児童対策地域協議会代表者会
議を年1回開催するとともに、実務者会議を
地域単位で定期的に開催する。また、個別
ケースについて、必要に応じて検討会議を開
催するとともに、関係機関等と連携し、支援
する。

・児童虐待防止推進月間において、広報上越
やＦＭじょうえつ等で虐待に関する相談窓口
の周知を行う。

・市民向けの「子どもの虐待予防出前講座」
や保育士や教職員向けの「虐待対応研修」を
開催する。

・子どもの権利学習教材「えがお」を使用し
た子どもの権利学習を市立全小中学校の授業
に取り入れて実施する。

・いじめ問題対策連絡協議会等を開催する。

・学校だけでは解決が困難なケースについ
て、ＪＡＳＴ（上越あんしんサポートチー
ム）が関係機関と連携を図りながら、スクー
ルソーシャルワーカーやカウンセラー、担当
指導主事を派遣するなどして学校を支援し、
問題の早期解決に努める。

すこやかなくらし
包括支援センター

こども政策課

学校教育課

8 悩み事や不安の解消に向
け、適切な対応窓口や相談
先の紹介、法律相談の案内
等を行います。

・市民相談の実施

- 有

・市民の多様な相談に迅速な対応ができるよ
う情報収集し、庁内関係課との連携体制を維
持する。

・木田庁舎に来庁することが困難な市民に対
し、各区総合事務所からのオンライン相談の
実施する。

・弁護士、司法書士による無料法律相談の実
施する。

・市民相談員：1人
・相談時間：月～金曜日　8:30～17:15
・弁護士相談：第１週～第４週の金曜日 午
後
・司法書士相談：毎週火曜日 午後

総務課
（市民相談セン
ター）
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）
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9 消費者と事業者との間に生
じた商品やサービスに関す
る苦情などについて相談を
受け付けます。

・消費生活相談の実施

- 有

・的確で迅速な相談窓口対応に努め、安心な
消費生活の確保を図る。

・出前講座や啓発、情報発信等を通じて、消
費者被害の防止に努める。

・木田庁舎に来庁することが困難な市民に対
し、各区総合事務所からのオンライン相談の
実施する。

・消費生活相談員：3人
・相談時間：月～金曜日　8:30～17:15
・多重債務相談：市民相談センターの弁護
士、司法書士相談の中で実施

総務課
（消費生活セン
ター）

10 外国人の社会参加を推進す
るため、日本語教室を開催
します。

・日本語教室の開催

- 有

・外国人市民が日本語を効果的に習得できる
ような学習環境を確保するとともに、日本人
市民との交流の場を提供する。
＊目標値：生活日本語教室開設：90回

・上越国際交流協会に委託し、外国人市民を
対象とした生活日本語教室を開催するととも
に、上越国際交流協会が実施する交流事業の
情報提供を行う。

・外国人市民の集住地区に出向き、講座を開
催することで、受講しやすい環境を整えると
ともに、地域との交流促進につなげる。
＊会場：市民プラザ、直江津学びの交流館
　　　　頸城地区公民館南川分館

多文化共生課

11 ユニバーサルデザインに配
慮した広報紙づくりに取り
組みます。

・読みやすさに配慮したＵ
Ｄフォントを使用したペー
ジ作成

- 有

・年代を問わず多くの市民に読まれ、より内
容が伝わりやすい広報紙を作成する。

・毎号の広報上越について、ＵＤフォントの
使用や配色、レイアウトなどの紙面デザイン
の工夫により、読みやすさ、伝わりやすさに
配慮した紙面づくりに取り組む。

広報対話課

12 広報媒体に外国語翻訳を付
加し、外国人の市政に対す
る理解を深めます。

・市ホームページの翻訳機
能（英語、韓国語、中国語
（簡体、繁体）、ベトナム
語、ミャンマー語、タガロ
グ語）
・市勢要覧の翻訳資料発行
（英語、韓国語、中国語
（簡体、繁体））

- 有

・市の広報媒体に外国語翻訳を付加すること
により、外国人による市政への理解を深め
る。

・広報上越等の市政情報を多言語で配信し、
外国人市民が必要な情報を見ることができる
環境を整える。

・市ホームページに翻訳機能（英語、韓国
語、中国語（簡体、繁体）、ベトナム語、
ミャンマー語、タガログ語）を引き続き配置
する。

・市ホームページを通じた情報入手の利便性
向上のため、より一層分かりやすい表記や画
面構成に取り組む。

・多言語対応情報発信ツールを活用し、広報
上越等の市政情報を多言語で配信する。

広報対話課

多文化共生課

3



第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）

担当課
基
本
目
標

取
組
の

方
向
性

予
算
計
上

の
有
無

目標

※赤字部分は第1回会議の内容から変更となった箇所

第5次人まち計画での位置付け

No. 事業内容 事業計画 計画
（具体的な取組内容）

令和６年度（案）

施策の方向

基
本
方
針

資料№2-2

2
　
誰
も
が
学
べ
る
ま
ち
づ
く
り

誰
も
が
個
々
の
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
学
べ
る
ま
ち
、
生
涯
を
通
じ
て
学
べ
る
ま
ち
を
目
指
し
ま
す

(1)児童・生徒の
ニーズに応じた
支援を推進する
とともに、市民
の生涯を通じた
多様な学習・ス
ポーツ機会の拡
充を推進しま
す。

①自立・共
生を目指す
学校教育環
境の充実

13 特別なニーズのある児童生
徒にきめ細かい教育を実施
するとともに、就学の場や
内容について支援、助言を
行います。

・就学アドバイザーによる
就学相談
・巡回相談員による学校訪
問
・教育補助員などの配置に
よる特別な支援が必要な児
童生徒の学習や学校生活の
支援
・ニーズに応じた合理的配
慮のための校内体制の構築

- 有

・就学アドバイザーによる就学相談により、
就学がスムーズにできるようにする。

・巡回相談員による学校訪問により、特別な
支援が必要な児童生徒の支援方策について共
通理解し、学校体制を整え、自校で対応でき
る学校を増やす。

・教育補助員の配置などによって、特別な支
援が必要な児童生徒の学習や学校生活の支援
を充実させ、安心して学校生活が送れるよう
にする。

・適切な就学相談の実施や特別支援教育の充
実を図る。

・就学アドバイザーによる就学相談を実施
し、保幼小のつなぎをスムーズにする。

・巡回相談員による学校訪問を実施し、児童
生徒の相談を行う中で校内の特別支援教育体
制の構築を図る。

・特別な支援が必要な児童生徒の学習や学校
生活の支援を行い、校内の支援体制を充実を
させるため、教育補助員などを配置する。

・適切な就学相談を実施するため、「わたし
のきろくファイル」の確実な配付を行う。

学校教育課

14 家庭の経済的負担を軽減す
るため、児童生徒の就学に
かかる費用を補助します。

・児童生徒の学用品の購入
費、給食費等の援助

見
直
し

有

・経済的な理由によって就学困難と認められ
る児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食
費の一部又は全部を援助することにより、経
済的負担を軽減する。

・援助を必要としている保護者へ確実に援助
できるよう、制度の周知を徹底する。

＊周知方法：全児童生徒の保護者に年3回制
度案内を行う。広報上越、市ホームページへ
の制度案内の掲載を行う。

学校教育課

15 高校、大学進学者の家庭の
経済的負担を軽減するた
め、奨学金の貸付を行いま
す。

・奨学金の貸付

- 有

・経済的理由等により修学が困難な学生に対
して奨学金の貸付を行うため、制度の周知と
奨学生の募集を行う。

・経済的理由により修学が困難な学生に対し
て奨学金の貸付けを行うため、制度の周知を
徹底し、奨学生の募集を行う。

＊周知及び募集回数：2回（予約募集、在学
募集）
＊募集方法：広報上越や市ホームページを活
用するとともに、市内の中学校、高等学校、
採用実績の多い大学等へ案内を送付する。

学校教育課

4



第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）

担当課
基
本
目
標

取
組
の

方
向
性

予
算
計
上

の
有
無

目標

※赤字部分は第1回会議の内容から変更となった箇所

第5次人まち計画での位置付け

No. 事業内容 事業計画 計画
（具体的な取組内容）

令和６年度（案）

施策の方向

基
本
方
針

資料№2-2

②市民の多
様な学習・
スポーツ機
会の充実

16 自主的な学習活動の高まり
や、まちづくり活動を支援
するため、公民館において
各種講座を開催します。

・5つの事業の柱である
「学びのきっかけづくり」
「未来を支える人づくり」
「育ち合い、支え合う家庭
環境づくり」「地域・現代
課題に対応した地域づく
り」「行動する人への支
援」を踏まえた公民館事業
の実施

- 有

・全ての地区公民館で、各種講座を開催する
ことにより、生涯にわたって学び続けること
ができるよう多様な学習活動の推進を図る。

・全ての地区公民館で、学びのきっかけづく
り、未来を支える人づくりに向けた事業を実
施する。

社会教育課

17 視覚に障害のある人など、
活字による読書が困難な市
民に対し読書環境の整備を
図ります。

・録音図書（カセット、Ｃ
Ｄ、デイジー図書）や点字
図書の作製と貸出
・対面朗読サービス

- 有

・活字による読書が困難な方のために、録音
図書や点字図書などの専用資料を整備し提供
することで、広く図書館サービスの利用促進
を図る。
＊目標：録音図書や点字図書等の年間貸出タ
イトル数450タイトル。

・ボランティア団体と連携し、録音図書を年
間50タイトル程度新規作製することで、蔵書
の充実を図る。

・サービスについて体験会を開催するなど広
く周知し、貸出の増進を図る。

社会教育課
（図書館）

18 子どもから高齢者等、すべ
ての人がライフステージに
応じたスポーツ活動に参加
できるよう、スポーツ機会
の充実を図るなど、スポー
ツ環境を整備します。

・市広報等への情報提供
・総合型地域スポーツクラ
ブ等への支援
・各種講習会等へのスポー
ツ推進委員の派遣
・障害者のスポーツ活動の
場の確保及び活動支援

- 有

・スポーツ活動に参加できるよう、各種ス
ポーツイベントを市広報等で情報提供を行
う。

・総合型地域スポーツクラブ等の活動が円滑
に行われるよう支援を行う。

・各種講習会等へスポーツ推進委員を派遣
し、スポーツ機会の充実を図る。

・障害者団体や総合型地域スポーツクラブを
始めとした、様々な団体と連携を図り、幅広
い年代層に障害者スポーツや生涯スポーツの
理解醸成と普及促進を図る。

・市内で開催する各スポーツ教室や大会を市
広報・ホームページを使用して情報提供す
る。

・総合型地域スポーツクラブの活動を支援す
るための会議や研修会を開催する。

・地域のスポーツ活動を支援するため、ス
ポーツ推進委員を派遣する。

・障害者団体や総合型地域スポーツクラブ、
スポーツ推進委員などが行う行事等への相互
参加の働きかけ及び支援を行う。

スポーツ推進課

福祉課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）

担当課
基
本
目
標

取
組
の

方
向
性

予
算
計
上

の
有
無

目標

※赤字部分は第1回会議の内容から変更となった箇所

第5次人まち計画での位置付け

No. 事業内容 事業計画 計画
（具体的な取組内容）

令和６年度（案）

施策の方向

基
本
方
針

資料№2-2

(1)誰もが生きが
いをもって自分
らしく暮らせる
よう、雇用機会
の確保と職業能
力の向上を図り
ます。

①雇用機会
の創出

19 市内企業等への就労を支援
し、雇用の安定につながる
施策を推進します。

・関係機関等と連携し、市
内企業の見学や就職ガイダ
ンス等の開催
・雇用情報交換会における
施策の検討
・インターンシップの促進
・若手社員の早期離職を防
止するためのセミナーの開
催
・求人・求職トータルサ
ポート事業の実施

拡
充

有

・市内企業等への就労促進に向け、学生に市
内企業を知っていただく機会や就労初期の経
済的負担の軽減、長く就労し続けるための意
識啓発を行う。

・高校による市内企業の見学
・就職ガイダンス等の開催
・インターンシップ受入促進事業助成金の交
付
・就労促進家賃補助金の交付
・若手社員の早期離職を防止するためのセミ
ナーの開催
・求人・求職トータルサポート事業として、
企業と求職者をマッチングするポータルサイ
トの構築や、企業の人材確保のための総合相
談窓口の設置等を行う。

産業政策課

20 障害のある人の雇用環境を
向上させるため、事業者へ
の意識啓発や雇用促進につ
ながる施策を推進します。

・関係機関と連携し障害者
合同就職面接会等の開催
・障害者雇用啓発チラシの
配布
・障害者多数雇用事業者の
優遇措置の実施

- 有

・障害のある人の雇用環境の向上を図るた
め、事業者への意識啓発や障害のある人を対
象とした採用機会を設ける。

・関係機関と連携した障害者合同就職面接会
の開催
・障害者雇用啓発チラシの作成・配布
・障害者多数雇用事業者への優遇措置の実施

産業政策課

21 就職を希望する障害のある
人が一般就労できるよう就
労や雇用の相談、職場開拓
や職場定着の支援を行いま
す。

・就業・生活支援センター
における相談支援
・ジョブサポーターを設置
しての就労支援

- 有

・就業・生活支援センターにジョブサポー
ターを配置し、在宅で生活している障害のあ
る人への訪問や実習等の支援、職場開拓、職
場定着に向けた支援を実施する。

・就労前の支援にあっては、在宅で生活して
いる障害のある人から就労意欲を持ってもら
うため、継続してきめ細かな連絡や訪問を行
い、実習支援や就労につなげる。

・就業・生活支援センターにジョブサポー
ターを配置し次のことを実施する。
①就労前支援（就労活動に係る意欲の増進
等）
②訓練支援（障害福祉事業所における訓練実
施に係る調整等）
③実習支援（企業等における実習実施に係る
調整等）
④定着支援（対象者の就労定着に向けた支援
等）
⑤職場開拓（就労先企業等の開拓）

福祉課

22 仕事と家庭生活の調和や女
性の活躍推進を実現できる
職場環境の改善を進める施
策を推進します。

・ワーク・ライフ・バラン
ス推進企業利子補給補助金
の実施
・ワーク・ライフ・バラン
ス推進企業認定費補助金の
実施
・周知チラシの配布による
意識啓発

拡
充

有

・個々の従業員の価値観や生き方を尊重した
働き方を事業者に働きかけるため、情報提供
や意識啓発を行うとともに、その導入に必要
な経費が生じる場合の負担軽減を行う。

・ワーク・ライフ・バランス啓発チラシの作
成・配布、ホームページへの掲載
・ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた
セミナーの開催
・ワーク・ライフ・バランス推進企業利子補
給補助金の交付
・ワーク・ライフ・バランス推進企業認定費
補助金の交付

産業政策課

多文化共生課
（男女共同参画推
進センター）

3
　
誰
も
が
働
け
る
ま
ち
づ
く
り

誰
も
が
個
々
の
能
力
を
生
か
し
な
が
ら
、
生
き
が
い
を
も
っ
て
働
け
る
ま
ち
を
目
指
し
ま
す
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）
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基
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標
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組
の

方
向
性

予
算
計
上

の
有
無

目標

※赤字部分は第1回会議の内容から変更となった箇所
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No. 事業内容 事業計画 計画
（具体的な取組内容）
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施策の方向

基
本
方
針

資料№2-2

②職業能力
や人材の育
成

23 ひとり親家庭の就労及び生
活の安定を図る支援を行い
ます。

・母子・父子自立支援員に
よる就労支援や資格取得の
ための費用などを助成
・ひとり親家庭の生活の安
定を図るため、養育費の取
り決めにかかる費用などを
助成 - 有

・安定した就労や生活の安定につながる支援
を実施し、ひとり親家庭の生活の安定と経済
的自立を図る。

・母子・父子自立支援員による就労支援の実
施
・資格取得のための費用などを助成（自立支
援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付
費、高等学校卒業程度認定試験合格支援給付
金）
・養育費の取り決めにかかる費用などを助成
（養育費取り決め支援給付金）
・対象者への制度案内…手当や医療費の申請
に係る相談時や現況届の通知時にチラシを配
布

こども政策課

24 障害者の就労機会の拡充を
図るための施策を推進しま
す。

・障害者資格取得支援補助
金の交付

- 有

・障害のある人が就労する機会を得られるよ
うにするため、事業者による採用機会を設け
るとともに、就職する上で役立つ資格取得を
行いやすくする。

・障害者合同就職面接会の開催
・障害者資格取得支援補助金の交付

産業政策課

25 あらゆる場面で女性の能力
が発揮できるよう支援を行
います。

・スキルアップを目的とし
て認定職業訓練機関が開催
する各種講習会の情報提供
・女性向け人材育成講座の
開催
・女性の再就職の支援
・関係団体が開催する各種
研修会等の情報の男女共同
参画推進センターへの掲
示、登録女性団体等への提
供

- 有

・男女共同参画推進センター講座等の開催
や、センターで実施する各種啓発事業、関係
団体が開催する各種研修会等の情報の掲出・
提供を通じて、市民へ意識の浸透を図る。

・女性が再就職しやすい環境を整えるため、
再就職に向けた意識啓発や情報提供の場を設
ける。

・男女共同参画推進センター等において、女
性の能力発揮支援に関係する講座を1回以上
開催する。
・関係団体が開催する各種研修会等の情報の
男女共同参画推進センターへの掲出、登録女
性団体等への提供を行う。

・関係機関と連携した女性のための再就職支
援セミナーの開催。

多文化共生課
（男女共同参画推
進センター）

産業政策課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）

担当課
基
本
目
標

取
組
の

方
向
性

予
算
計
上

の
有
無

目標

※赤字部分は第1回会議の内容から変更となった箇所

第5次人まち計画での位置付け

No. 事業内容 事業計画 計画
（具体的な取組内容）

令和６年度（案）

施策の方向

基
本
方
針

資料№2-2

(1)誰もが健康な
生活を送るため
の健診の推進や
保健指導の充実
を図ります。

①健診・保
健指導等の
推進

26 安心して妊娠・出産を迎え
る支援をするとともに、乳
幼児の健やかな成長発達を
目指し、妊婦や乳幼児の健
康診査や訪問指導などを行
います。

・妊婦一般健康診査費公費
負担
・乳幼児健康診査
・妊婦、産婦、新生児への
訪問指導
・低出生体重児等への訪問
指導
・産婦健康診査
・産後ケア事業

- 有

・全ての妊婦が適切な時期に妊婦一般健康診
査を受診するよう促す。

・各乳幼児健康診査の平均受診率90.0％以上
を維持する。

・産婦及び新生児訪問を全数実施する。

・産婦健診において、産後うつ病のスクリー
ニングを行い、支援が必要な産婦を把握す
る。

・支援を要する産婦がセルフケアできるよう
産後ケア事業につなげる。

・妊婦一般健康診査費公費負担（14回）を継
続する。

・乳幼児健康診査の実施と未受診者への受診
勧奨を行う。

・妊産婦・新生児訪問、こんにちは赤ちゃん
訪問及び低体重児等への訪問指導を実施す
る。

・産婦健康診査の実施と支援を必要とする産
婦への産後ケア事業を実施する。

・低所得妊婦に対する初回産科受診料の公費
負担及び新生児聴覚検査初回検査費用の公費
負担を行う。

健康づくり推進課

27 乳幼児や小学生などの感染
症予防のため、予防接種を
行います。

・各種予防接種の実施

- 有

・乳幼児、小学生等を対象に予防接種を実施
し、平均予防接種率90％以上を確保する。

・乳幼児・小学生の予防接種について、ホー
ムページ掲載、個別通知、出生届出時や乳幼
児健診時での説明、電子母子手帳アプリのお
知らせ機能により、引き続き接種勧奨に努め
る。

健康づくり推進課

28 幼児期における歯質の向上
を図るため、歯科健診や歯
の衛生に関する相談、周
知、啓発に取り組みます。

・歯科医師の診察、相談
・ブラッシング指導
・歯の衛生に関する周知、
啓発
・フッ化物歯面塗布（フッ
素塗布） - 有

・生活リズムを基盤とした体づくりと、咀嚼
や嚥下等の口腔機能を獲得するための食生活
の実践を推進する。

・むし歯、歯肉炎の発症予防
・3歳児のむし歯有病率を現状(R4 3.8％)よ
り減少させる。
・5歳児のむし歯有病率を20%以下に減少させ
る。

・歯科健診、保健指導、ブラッシング等の健
康教育を実施。
・歯の衛生に関する周知、啓発を行う。
・フッ化物歯面塗布（希望者）を実施。

健康づくり推進課

29 乳幼児の基礎的な食習慣や
生活リズムの確立のための
学習機会を設けます。

・生活習慣の確認
・子どもの発育、発達につ
いての講話、相談
・バランス食の学習 - 有

・乳幼児期の生活習慣の確立のため、健康学
習を実施する。（年100回以上）

・離乳食相談会、保育園における健康学習を
実施する。

健康づくり推進課

4
　
誰
も
が
健
康
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

誰
も
が
生
涯
を
通
じ
て
、
す
こ
や
か
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
目
指
し
ま
す
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）

担当課
基
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の

方
向
性

予
算
計
上

の
有
無

目標

※赤字部分は第1回会議の内容から変更となった箇所

第5次人まち計画での位置付け

No. 事業内容 事業計画 計画
（具体的な取組内容）

令和６年度（案）

施策の方向

基
本
方
針

資料№2-2

30 障害のある人と付き添いの
家族を対象とした、安全・
安心に受診できる環境を整
えた健康診査を実施しま
す。

・予約制の健康診査を実施
・送迎、介助、車いすによ
る対応

- 有

・障害のある人を対象とした健（検）診を実
施する。

・送迎、介助、車いすによる対応を行う。

・健康診査カレンダー、ホームページで障害
のある人の健康審査等について広く周知を図
る。

・ホームぺージでは読み上げ機能により、視
覚障害の人に対応する。

・健康診査を年2回実施する。

・健康診査受診にあたり、送迎、介助、車い
すによる対応を行う。

・健康診査カレンダー、ホームページで障害
のある人の健診について周知を図る。

・ホームぺージでは読み上げ機能により、視
覚障害の人に対応する。

健康づくり推進課

31 後期高齢者の健康増進や重
症化予防等のために健康診
査や各種がん検診を実施し
ます。

・市が実施する健康診査、
胃がん検診、大腸がん検
診、肺がん検診等の各種健
診は、70歳以上は無料。

- 有

・令和5年度に健（検）診を受けた人へ日
時・会場を指定した個別通知や過去に健
（検）診を受けた人に対する受診勧奨の通
知、町内会や老人会の健康講座などを通じて
健康診査や各種がん検診の受診を促してい
く。

・健康診査カレンダーで健診の周知

・令和5年度に健（検）診を受けた人への日
時・会場指定による個別通知の発送、過去3
年間に健（検）診を受診した人に受診勧奨通
知により受診を促す。

・健康診査、各種がん検診の実施

健康づくり推進課

(2)誰もが安心し
て適切な医療が
受けられるよう
医療体制の充実
を図ります。

①地域医療
体制の充実

32 平日夜間や休日などにおけ
る急患患者に対して、応急
的な診療を行います。

・年間を通じた休日・夜間
診療所の開設

- 有

・年間を通じて休日・夜間診療所を平日夜間
及び休日等に開設し、軽症患者に対する初期
救急医療を提供する。
（診療所開設日数：365日）

・年間を通じて休日・夜間診療所を開設し、
時間外診療を提供する。

地域医療推進課

33 中山間地やへき地における
地域住民の健康を保持し、
安心して生活することがで
きるよう、診療所を開設・
運営します。

・各診療所の開設
　常設診療所 7施設
　出張診療所 1施設

- 有

・各地域における医療不安の軽減及び地域住
民が安心して健康で暮らせるよう支援する。
（診療所開設数：8施設）

・医師を確保し、診療所を開設することによ
り、各地域における医療不安の軽減及び地域
住民が安心して健康で暮らせるよう支援す
る。

地域医療推進課

34 市街地の医療機関への通院
支援を行うことにより、医
療不安の軽減を図ります。

・中ノ俣地区における通院
支援車の定期運行
・吉川区川谷地区における
地域バスの定期運行 - 有

・無医地区及び準無医地区における医療不安
を軽減するため、通院支援のための車両を継
続して運行する。
（運行日数：中ノ俣・週2回、吉川区川谷・
毎週月～金）

・無医地区及び準無医地区における医療不安
を軽減するため、通院支援のための車両を運
行する。

地域医療推進課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）
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施策の方向

基
本
方
針

資料№2-2

(3)誰もがすこや
かに安心して暮
らせるよう各種
支援を推進しま
す。

①高齢者福
祉の推進

35 要援護高齢者などへ積極的
に訪問し、生活情報を収集
するとともに、地域包括支
援センターの運営内容につ
いて情報を発信します。

・訪問による実態把握と情
報発信
・地域包括支援センター職
員の研修会開催

- 有

・高齢者等を訪問し、地域包括支援センター
について情報発信するとともに、地域の課題
やニーズを把握し、必要に応じて支援につな
げる。

・地域包括支援センター職員の研修会を開催
し、職員の対応力の向上を図る。

・高齢者等を訪問し、実態把握や情報発信、
情報収集を行う。

・地域包括支援センター職員を対象に研修会
を開催する。

すこやかなくらし
包括支援センター

36 介護保険事業計画に基づく
介護保険サービスの拡充を
図り、必要な保険給付を行
います。

・介護保険サービスの拡充
・必要な介護保険給付

- 有

・必要な介護保険サービスの給付

・介護保険サービスの利用実績を分析し、第
8期介護保険事業計画の検証を行う。

・第9期介護保険事業計画に基づき、必要な
介護保険サービスの給付を行う。

高齢者支援課

37 すこやかサロンを始めとし
た地域支え合い事業を実施
し、高齢者の閉じこもりを
予防するとともに介護予防
を推進します。

・生活習慣病予防や運動・
口腔ケア等による介護予防
・社会交流による閉じこも
りの予防
・身体機能評価の実施

- 有

・28の地域自治区において、地域支え合い事
業を実施し、生活習慣病予防や運動・口腔ケ
ア等による介護予防の取組を実施する。

・住民組織化が図られていない地域自治区に
おいて、住民組織化に向けた関係者との協議
を継続して実施する。

・生活習慣病予防や運動・口腔ケア等による
介護予防に向けた介護予防教室の実施
1,352回
 
・社会交流による閉じこもりの予防に向けた
サロン等の実施 2,585回

・身体機能評価の実施　年1回

・住民組織化が図られていない地域自治区で
の住民組織化に向けた協議の実施（3地域自
治区）

高齢者支援課

38 一人暮らし高齢者などの安
定した食の確保と定期的な
安否確認のために配食サー
ビスを実施し、高齢者が自
立した生活を送ることがで
きるように支援します。

・高齢者に配食サービスの
提供

- 有

・ケアマネジャー等のアセスメントに基づ
き、必要な人に適切にサービスを提供する。

・引き続き、事業の周知を図り、必要な人に
適切にサービスを提供する。

高齢者支援課

39 高齢者にシニアパスポート
を交付し、外出のきっかけ
にしてもらうほか、家族や
仲間との交流を深めながら
健康を維持し、生きがいの
ある充実した生活ができる
よう支援します。

・公共施設で高齢者の施設
使用料（利用料金）の減免
を実施する。

- 有

・公の施設の使用料を半額程度に減免するこ
とによって、家に閉じこもりがちな高齢者の
外出のきっかけを作り、生きがいのある充実
した生活を送る手助けをする。

・協賛事業所の利用者を増加させるために、
周知を引き続き行う。

・協賛事業所の店舗数拡大に向けて、ホーム
ページや広報上越で周知をし随時募集を行
う。

・ホームページ、広報上越で周知を行い、各
種イベント等で対象施設の一覧を配布する。

高齢者支援課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）
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施策の方向

基
本
方
針

資料№2-2

40 スポーツ大会や作品展な
ど、各種事業を開催し、高
齢者の生きがいづくり・健
康づくりと出番の創出を図
ります。

・スポーツ大会や作品展等
の開催

- 有

・各種大会やシニア作品展を開催し、高齢者
の生きがいづくりにつなげる。

・各種大会を老人クラブ連合会などの関係機
関と連携しながら開催し、より多くの交流を
図る。

・シニア作品展において、高齢者の趣味活動
の成果を多くの人に見てもらうことで、創作
意欲の向上や創作活動の活性化につなげる。

高齢者支援課

41 活力ある地域づくりの推進
役を担う高齢者の活動と活
躍の場づくりのため、シル
バー人材センターへの支援
を実施します。

・シルバー人材センターへ
の補助金の交付

- 有

・高齢者に対し、就業を通じて生きがいの場
を提供するシルバー人材センターを支援する
ことにより、高齢者の就業機会の創出と地域
社会の活性化を推進する。

・活力ある地域づくりの推進役を担う高齢者
の活動と活躍の場づくりのため、シルバー人
材センターへの支援を実施する。

高齢者支援課

42 会員同士の交流を深め、高
齢者の生きがいと健康づく
りの推進を図るため、老人
クラブ及び老人クラブ連合
会に補助金を交付し、活動
を支援します。

・老人クラブへの補助金の
交付

- 有

・会員同士の交流を深め、高齢者の生きがい
と健康づくりの増進を図るため、老人クラブ
及び老人クラブ連合会の活動を支援する。ま
た、各連合会を統括する上越市老人クラブ連
合会連絡協議会の活動を支援し、連合会同士
の連携を推進する。

・老人クラブへの補助金を交付し、活動を支
援する。

高齢者支援課

43 高齢者の生きがいの充実を
図るため、創作活動の発表
の場を提供します。

・市民いこいの家における
展示コーナーの設置
（市民いこいの家への移転
予定日：令和6年4月1日）

- 有

・展示コーナーを設置することにより、高齢
者の創作活動の発表の場を提供し、高齢者の
生きがいの充実を図る。

・毎月の広報上越で作品展示及び作品展示の
募集について周知を行う。

高齢者支援課

44 高齢者に関連した行政情報
をラジオにより的確にわか
りやすく発信します。

・ＦＭ放送による、交通事
故やクマ出没、特殊詐欺へ
の注意喚起などのタイム
リーな情報提供

- 有

・コミュニティＦＭ放送を通じて、市からの
お知らせや交通事故防止に係る注意喚起等を
市民へタイムリーに分かりやすく伝える。

・行政情報番組「広報Jステーション」にお
いて市からのお知らせ、市民の市民の安全・
安心につながる情報、交通事故防止に係る注
意喚起や各区の市民による自身の活動紹介等
を発信する。

・災害時における緊急情報を放送できる環境
を維持する。

広報対話課

②障害者福
祉の推進

45 障害のある人の生活を地域
全体で支えるため、上越市
自立支援協議会を開催し、
関係者の連携強化を図り、
住み慣れた地域で暮らすこ
とができるまちづくりを進
めます。

・地域の障害者福祉に関す
る全体協議会、専門部会等
の各種会議の開催

- 有

・上越市自立支援協議会の開催を通じて、地
域の障害者福祉に関する課題解決に向けた議
論を進め、障害福祉計画の策定に反映する。

・上越市自立支援協議会全体会議の開催（年
2～3回）

福祉課

46 障害福祉サービスの拡充を
図り、障害のある人が自立
した地域生活が送ることが
できるよう支援します。

・障害福祉サービスの給付
を行い、障害のある人の生
活支援を行う。

- 有

・障害福祉サービスの給付により、障害のあ
る人の自立生活を支え、経済的負担の軽減を
図る。

・障害福祉の相談支援専門員及び福祉事業所
と連携し、障害福祉サービスを必要とする人
への適切な支援を実施する。

・福祉課窓口での相談や、関係機関（相談支
援事業所、障害福祉サービス事業所、医療機
関等）と連携し、障害のある人を必要な福祉
サービスにつなげていく。

福祉課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）
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基
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計
上
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No. 事業内容 事業計画 計画
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基
本
方
針

資料№2-2

47 心身に障害のある人の経済
的負担を軽減するため、医
療費の支給や助成を行いま
す。

・重度心身障害者に対する
医療費の助成及び自立支援
医療費の支給
・各種手当の支給
・心身障害者扶養共済制度
掛金及び精神障害者入院医
療費の助成

- 有

・医療費の助成や手当を給付することによ
り、障害のある人の経済的負担を軽減する。

医療費の助成や手当を給付する。
・重度心身障害者医療費助成
・自立支援医療費（更生医療）
・自立支援医療費（育成医療）
・精神障害者入院医療費助成
・特別障害者手当の支給
　手当額…月額28,840円
・障害児福祉手当の支給
　手当額…月額15,690円
・在宅介護手当の支給
　手当額…月額5,000円
・在宅介助手当の支給
　手当額…年額20,000円
・心身障害者扶養共済制度掛金助成
　1口目掛金の3分の1を助成

福祉課

48 心身に障害を有する児童及
び保育において配慮が必要
と認められる児童に対して
保育を実施します。

・特別な配慮が必要と認め
られる児童の保育

- 有

・集団保育が可能な障害のある子どもに対し
て、保育を提供する。
　実利用者見込み　　417人

・障害者手帳や療育手帳の交付を受けている
児童のほか、個別に配慮を必要とする、いわ
ゆる「気になる子」を受け入れる。

幼児保育課

49 発達等に不安を抱える保護
者からの相談を受け、必要
な療育サービスを提供し
て、子どもがすこやかに育
つことができるよう支援し
ます。

・子どもの発達及び発育に
関する相談を実施
・言葉や認知、社会性等の
発達を促す療育を実施
・保護者が通院やリフレッ
シュなどを行う時に子ども
を預かる一時保育を実施

- 有

・子どもの発達に関する相談に対応するとと
もに、発達を促す療育を実施し、子どものす
こやかな育ちを支援する。
・事故防止を徹底しながら、一時保育を実施
し、保護者の負担軽減を図る。

・子どもの発達に関する相談に対応するとと
もに、発達を促す療育を実施する。
・事故やけがのない一時保育を実施する。

幼児保育課
（こども発達支援
センター）
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針

資料№2-2

50 障害のある人の日常生活に
おける便宜を図るため、日
常生活用具の給付などを行
います。

・日常生活用具の給付
・補装具の購入費や修理費
の支給 - 有

・障害のある人が必要とする日常生活用具の
給付や補装具の購入・修理費用を支給し、生
活環境を改善する。

・障害のある人が必要とする日常生活用具の
給付や補装具の購入・修理費用を支給する。

福祉課

51 障害者手帳をお持ちの方な
どの公共施設の利用料を減
免し、外出のきっかけにし
てもらうほか、家族や仲間
との交流を深めながら健康
を維持し、生きがいのある
充実した生活ができるよう
支援します。

・障害者手帳等所持者や介
助者等の公共施設の利用料
等の軽減を実施

- 無

・市ホームページで該当施設を案内するほ
か、割引対象施設に割引がある旨の掲示を行
うなどの方法により、周知や徹底を図る。

・障害者手帳等所持者及び介助者の公共施設
の利用料等の軽減を実施。

【公共施設の使用料減免】
　要綱に規定されている公共施設を障害者手
帳所持者及び介助者等が利用した際に、利用
料金の50％を減免。

福祉課

52 障害のある人の社会参加を
促進するため、タクシー利
用料金等の助成や福祉バス
の運行などにより外出時の
移動を支援します。

・タクシー利用料金等の助
成
・リフト付福祉バス・乗用
車の運行
・福祉有償運送実施団体の
円滑な運営を確保
・自動車の改造費用、免許
取得費用の助成

- 有

・手帳交付時に制度の説明を行うほか、広報
上越や市ホームページへの掲載など、周知徹
底を図る。

【福祉有償運送】
・福祉有償運送実施団体の円滑な運営の支援のた
め、運営協議会を実施する
【タクシー利用料金等助成】
・タクシー利用券の交付…1人あたり
   24,000円
・燃料券の交付…1人あたり19,000円
・燃料費助成…1人あたり19,000円
・タクシー券と路線バス利用券の交付…1人あた
りタクシー券12,000円、路線バス利用券12,000円
【運転免許取得費の助成】
　助成額：免許取得費用の2/3
    （10万円限度）
【自動車改造費の助成（本人運転）】
　助成額：10万限度
【介護者用自動車改造費の助成】
　助成額：改造費用（60万円のを
  超える場合は60万円）に下記区分
  による割合を乗じて得た額
　　　生活保護世帯　　10/10
　　　所得税非課税世帯　2/3
　　　その他の世帯　　　1/2
【福祉バス運行業務】（車両2台）
　ふれあい号（大型バス）
　フレンド号（小型バス）

福祉課

53 手話通訳者の派遣や手話奉
仕員の養成を通じて、聴覚
に障害のある人の社会参加
を促進します。

・手話通訳者の派遣及び手
話奉仕員の養成

- 有

・手話通訳者等を派遣し、聴覚に障害のある
人の社会参加を促進する。

・手話通訳者の育成を図る。
　＊手話通訳者資格の取得　1名以上

・手話通訳・要約筆記者の派遣

・手話通訳・要約筆記者養成講座の開催

福祉課

54 市ホームページの読み上げ
機能を活用し、視覚に障害
のある人が利用しやすい環
境を整えます。

・アクセシビリティ方針に
基づく、新規および更新
ページのチェック - 有

・ホームページを通じて、誰もが市政情報や
緊急時の情報を迅速かつ的確に入手すること
ができる状態を維持する。

・各課等が新規掲載及び更新するページにつ
いて、公開前に内容を確認し、ウェブアクセ
シビリティ確保の観点を含め必要な修正を指
示する。

広報対話課

55 市の広報紙の内容をＣＤに
録音し、視覚に障害のある
人に提供します。

・ＣＤによる情報提供

- 有

・視覚に障害のある人へ広報上越の内容を提
供する。

・視覚に障害のある人へ広報上越の内容をＣ
Ｄに録音し市政情報を提供する。

福祉課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）
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針

資料№2-2

③子育て・
療育支援の
充実

56 保育ニーズに応じて児童の
保育を実施します。

・0・1歳児、障害児の保育
受入
・午後7時までの延長保育
を実施
・一時預かりを実施
・24時間保育・休日保育の
実施
・病児・病後児保育事業の
実施

有

・0、1歳児保育、障害児保育、延長保育、一
時預かりなどに対応できる態勢を整え、多様
な保育サービスを提供する。
　0、1歳児（実利用者見込み）
　1,003人
　障害児保育（実利用者見込み）
　366人
　一時預かり（延べ利用者見込み）
　3,654人
　午後7時までの延長保育（延べ利用者
  見込み） 11,260人
  休日保育（延べ利用者見込み）
　1,272人
・ファミリーヘルプ保育園における児童の受
入れや病児・病後児保育室における送迎及び
児童の受入れに対応できる態勢を常に整え、
適切に保育サービスを提供する。
　【延べ利用者数（見込み）】
　　ファミリーヘルプ保育園　7.030人
　　病児・病後児保育室　4,068人

・保護者の就労形態や保育ニーズの多様化に
対応し、0、1歳児保育、障害児保育、一時預
かり保育、午後7時までの延長保育、休日保
育を実施する。
・ファミリーヘルプ保育園における児童の受
入れや病児・病後児保育室における送迎及び
児童の受入れに対応できる態勢を常に整え、
適切に保育サービスを提供する。

幼児保育課

57 児童とその保護者が相互の
交流を行う場所を提供し、
子育てについての相談、情
報の提供、助言その他の援
助を行うとともに、楽しく
子育てができるよう、子育
てに関する各種講座や親子
向けのイベント等を開催す
る。

・こどもセンターの運営
・子育てひろばの運営

- 有

・親子の交流や子育て相談、情報の提供等を
実施し、子育て家庭の孤立感や不安感の緩和
を図る。

・楽しく子育てができるよう、子育てに関す
る各種講座や親子向けのイベント等を定期的
に開催する。

・こどもセンターにて定期的に子育てセミ
ナーの実施をするほか、子育てひろばで月1
回イベントを開催する。

・保健師や栄養士、相談員による子育て相談
を実施する。

・子育て支援情報や保育園の入園情報など、
必要な情報を利用者へ提供する。

こども政策課

58 （再掲　No.49）
発達等に不安を抱える保護
者からの相談を受け、必要
な療育サービスを提供し
て、子どもがすこやかに育
つことができるよう支援し
ます。

・子どもの発達及び発育に
関する相談を実施
・言葉や認知、社会性等の
発達を促す療育を実施
・保護者が通院やリフレッ
シュなどを行う時に子ども
を預かる時保育を実施

- 有

・子どもの発達に関する相談に対応するとと
もに、発達を促す療育を実施し、子どものす
こやかな育ちを支援する。

・事故防止を徹底しながら、一時保育を実施
し、保護者の負担軽減を図る。

・子どもの発達に関する相談に対応するとと
もに、発達を促す療育を実施する。

・事故やけがのない一時保育を実施する。

幼児保育課
（こども発達支援
センター）
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針

資料№2-2

(1)ボランティア
参加、地域活
動、市民活動へ
の支援を推進
し、人と人のつ
ながりを育む活
動の充実を図り
ます。

①ボラン
ティア活動
や地域での
支え合い活
動のための
環境づくり

59 共に支え合うための自主的
な活動が促進されるまちを
目指します。

・ＮＰＯ・ボランティアセ
ンターの運営

- 有

・ＮＰＯ・ボランティアセンターを拠点と
し、市民活動のサポートやボランティア活動
の普及啓発やコーディネートに取り組むほ
か、市民活動に役立つ情報のメール配信を継
続して実施し、市民主体のまちづくりへの意
識向上を図る。

・ＮＰＯ・ボランティアセンターを拠点に市
民活動に関する相談、ボランティアに関する
ニーズ情報の収集・発信及びコーディネート
を行うほか、市民活動の場を提供する。

・メールマガジンをＮＰＯ・ボランティアセ
ンター登録団体及び過去の交流会・ツアー参
加者（約350団体・個人）に対して配信す
る。

地域政策課

60 地域コミュニティが抱える
課題を解決するための支援
を行います。

・地域コミュニティ活動サ
ポート事業
・地域コミュニティが抱え
る課題などの相談

- 有

・住民組織や町内会等へ話し合いを支援する
ファシリテーターの派遣を行い、地域の課題
解決を支援する。
（新規実施団体　1団体、フォローアップ団
体　1団体の実施）

・住民組織や町内会等へ話し合いを支援する
ファシリテーターの派遣を行い、地域の課題
解決を支援する。
　新規実施団体：1団体（予定）
　フォローアップ団体：1団体
（令和5年度に実施した団体がフォローアッ
プを希望する場合）

地域政策課

61 育児の援助を受けたい人
（依頼会員）と育児の援助
を行いたい人（提供会員）
との相互援助活動に関する
連絡、調整を行います。

・ファミリーサポートセン
ターの運営

- 有

・仕事と育児の両立を支援するため、提供会
員を確保するとともに、養成講座や講習会を
通して、提供会員の資質向上を図り、子育て
世帯の育児負担の軽減等のニーズに応える。

・依頼会員からのニーズに対応できるよう経
済的負担の軽減を図るほか、提供会員数を確
保するため、各種団体等を対象とした説明会
を行うなど会員募集活動を強化するととも
に、養成講座や講習会を通して、提供会員の
資質向上を図り、児童の預かり時における安
全性の向上につなげる。

こども政策課

62 地域における支え合い体制
の構築のため、住民主体に
おける生活支援サービスの
提供を行います。

・訪問型サービスＢ（有償
ボランティアによる家事支
援）を実施し、担い手とな
る有償ボランティアを養成
します。

- 有

・有償ボランティア養成講座を開催し、担い
手の確保を図る。
・担い手フォローアップ講座を開催し、担い
手のスキルアップ及び養成講座受講済で未登
録となっている方への登録勧奨を通した担い
手確保を図る。

・有償ボランティア養成講座の開催
・担い手フォローアップ講座の開催
・各種団体等を対象とした説明会（随時開
催）の開催。

高齢者支援課

63 ・高齢者見守り支援ネット
ワーク事業

- 有

・高齢者の異変の早期発見に向けて、地域住
民の見守り意識を高め、日常的な見守り活動
の促進を図る。

・地域に出向き、高齢化の現状等を説明する
ことにより、見守り活動の必要性を認識して
いただき、日常的な見守り活動の促進につな
げる。

高齢者支援課

64 ・認知症サポーターの養成

- 有

・認知症を正しく理解し、認知症の人を見守
ることができるよう、認知症サポーター養成
講座を開催するとともに、企業や学校等の各
団体に養成講座の開催を促し、サポーターを
養成する。

・認知症サポーター養成講座を開催するとと
もに、企業や学校等の各団体に養成講座の開
催を促し、子どもから高齢者まで幅広い年代
の認知症サポーターを養成する。

すこやかなくらし
包括支援センター

高齢者が住み慣れた地域で
安心して暮らしていけるよ
う、地域における見守りの
体制を構築します。

5
　
誰
も
が
互
い
に
支
え
合
う
ま
ち
づ
く
り

共
に
支
え
合
う
た
め
の
自
主
的
な
活
動
が
促
進
さ
れ
る
ま
ち
を
目
指
し
ま
す
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）

担当課
基
本
目
標

取
組
の

方
向
性

予
算
計
上

の
有
無

目標

※赤字部分は第1回会議の内容から変更となった箇所

第5次人まち計画での位置付け

No. 事業内容 事業計画 計画
（具体的な取組内容）

令和６年度（案）

施策の方向

基
本
方
針

資料№2-2

(1)防災に関する
情報提供や避難
時に必要な施
策、自助・共助
による防災体制
の整備を推進し
ます。

①防災対策
や避難支援
体制の充実

65 市内で発生した犯罪、災
害、火災、交通事故などの
情報を市民へ知らせること
により、市民がそれらの事
態に迅速に対処できるよう
にします。

・安全メールによる情報発
信

- 有

・市内で発生した火災や防犯・交通安全等の
注意喚起、災害に関する情報等を適時的確に
発信する。

・防犯、防災、火災、交通安全等の情報を迅
速かつ確実に配信する。
・各種広報媒体や高齢者世帯訪問等で登録を
呼び掛ける。
・社会情勢に対応し、メールを始めＳＮＳな
ど多様な手段で情報発信を行う。

市民安全課

66 災害の予防及び災害発生時
に的確に対応するため、総
合的かつ体系的な防災体制
の整備を進めます。

・ハザードマップの作成・
配布
・防災行政無線等の整備、
運用
・防災気象情報の提供

- 有

・ハザードマップの作成・配布
　災害リスクが高い地域を明確にし、市民が
危険を事前に把握できるようにする。

・防災行政無線等の整備
　次期防災行政情報伝達システム整備のた
め、工事を早期に発注する。

・防災行政無線等の運用
　既存の防災行無線システムを活用し、災害
に迅速に対応する。

・防災気象情報の提供
　市ホームページの「防災情報リンク集」を
通じ、市民の適切な避難行動を支援する。

・各種ハザードマップの多言語化
　多言語アプリにおける各種ハザードマップ
等の情報を最新に保つ。

・ハザードマップの作成・配布・周知
　転入者等に配布する。必要に応じ増刷す
る。また、沿岸部の町内会等に対し、津波ハ
ザードマップの研修会等を行い、周知を図
る。

・防災行政無線等の整備
　次期システムの工事契約に必要な契約手続
きや庁内調整を適時適切に行う。また、津波
ハザードマップで示す浸水エリア等の屋外ス
ピーカーを高性能スピーカーに更新し、避難
情報などの緊急音達の向上を図る。

・防災行政無線等の運用
　既存の防災行政情無線システムの保守点検
を実施し、必要な修繕を適切に行う。また、
無線放送の内容について、「やさしい日本
語」の活用を図るとともに、防災アプリによ
り防災情報の多言語配信を行う。

・防災気象情報の提供
　外部リンクの追加やリンク先ページの更新
によるアドレス変更の対応を定期的に実施
し、市民が必要とする情報を提供する。

・各種ハザードマップの多言語化
　各種ハザードマップの更新に伴い、多言語
アプリ内の情報の更新を速やかに行う。

危機管理課

多文化共生課

67 要配慮者に配慮した災害対
応計画や避難体制の整備を
進めます。

・要配慮者に配慮した災害
対応計画及び避難体制を整
備する。

- 有

・国・県の上位計画や法令等で、避難行動要
支援者や要配慮者に関する災害対応や避難体
制の見直しがあった場合は、当市においても
検討を行い、必要に応じて市地域防災計画の
見直しを行う。

・要支援者の避難体制確立に向け、自主防災
組織に対して個別避難計画に基づく訓練実施
を促す。

・県計画の変更に合わせ、市地域防災計画の
修正を行う。

・防災アドバイザーの派遣や防災リーダーを
対象とした要支援者セミナーの開催により、
訓練実施を促す。

市民安全課

6
　
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

誰
も
が
災
害
や
犯
罪
な
ど
に
備
え
、
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
目
指
し
ま
す
。
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）

担当課
基
本
目
標

取
組
の

方
向
性

予
算
計
上

の
有
無

目標

※赤字部分は第1回会議の内容から変更となった箇所

第5次人まち計画での位置付け

No. 事業内容 事業計画 計画
（具体的な取組内容）

令和６年度（案）

施策の方向

基
本
方
針

資料№2-2

68 要支援者の的確な把握と緊
急時の迅速な対応に向けた
仕組みの充実を図ります。

・要支援者名簿の充実
・個別避難計画策定の支援

- 有

・町内会で作成・更新する個別避難計画に関
し、地域の災害リスクや要支援者の心身の状
態などを踏まえた、実効性のある支援方法の
検討、更新を促す。

・市総合防災訓練等の機会を捉え、個別避難
計画の更新等の支援を行う。

生活援護課

69 災害時に迅速かつ的確に支
援を行えるよう、地域ぐる
みで災害弱者の避難を支援
する体制づくりを行いま
す。

・福祉避難所対象者の管
理・調整
・ヘルプカード・安全メー
ルの活用 - 有

・福祉避難所対象者について定期的に確認を
行い、最新の情報を関係者が共有できるよう
にする。

・福祉避難所対象者の個別避難計画につい
て、最新情報の確認を行う。
・災害時における視覚障害及び聴覚障害のあ
る人用にヘルプカードを作成、配布する。

福祉課

②自主防災
活動の推進

70 災害時に「自助・共助」の
力を相互に発揮でき、被害
が最小限となるよう自主防
災活動を支援します。

・防災アドバイザーの派遣
・防災士や防災リーダーの
養成

- 有

・地域の防災リーダーとなる防災士を養成す
るとともに、町内会長や防災士に対する研修
の実施や自主防災組織に防災アドバイザーを
派遣するなど地域における防災活動の支援を
行い、地域防災力の向上を図る。

・防災士養成講座の実施

・市内の指定避難所において、避難所運営訓
練を実施する。

・要支援者セミナーの開催により、訓練実施
を促す。

・活動停滞組織及び要支援者訓練計画組織に
対し、防災アドバイザーを派遣する。

・防災リーダー研修の実施(市内9箇所）

・防災活動への若い世代や女性の参画を図る
ため、防災士資格取得に必要な教本代と受験
料を補助する。

市民安全課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）

担当課
基
本
目
標

取
組
の

方
向
性

予
算
計
上

の
有
無

目標

※赤字部分は第1回会議の内容から変更となった箇所

第5次人まち計画での位置付け

No. 事業内容 事業計画 計画
（具体的な取組内容）

令和６年度（案）

施策の方向

基
本
方
針

資料№2-2

(2)防犯に関する
情報提供や注意
喚起、地域ぐる
みの防犯活動を
推進します。

①防犯対策
の充実

71 「地域の安全は自ら守る」
という自主防犯意識を高め
るため、的確な防犯情報の
提供、広報啓発活動等を推
進します。

・防犯意識の向上に向けた
広報啓発
・防犯座談会の開催
・防犯情報の提供

- 有

・一人ひとりの防犯意識の向上に向け、情報
提供や啓発活動を実施する。

・地域安全支援員、安全教育指導員等による
高齢者世帯訪問を実施する。

・警察、各団体と連携し、年金支給日等にあ
わせて、特殊詐欺防止チラシを配布し注意喚
起する。

・依頼に応じ防犯教室や出前講座等を実施す
る。

・地域安全支援員、安全教育指導員等による
高齢者世帯訪問を通年で実施する。

市民安全課

72 地域の連帯感を強め、互い
が助け合う地域社会が形成
されるよう支援します。

・自主防犯活動の推進
・人材の育成

- 有

・地域一体となった見守り活動の重要性を周
知するため広報媒体を通じて防犯活動をの啓
発強化を図る。

・防犯の日、防犯週間期間中の活動参加を増
加させる。

・110ばん協力車参加者の拡充を図る。

・地域安全支援員の指導力の向上を図る。

・地域の防犯活動に多くの市民から参加して
もらうため、地域ぐるみの防犯活動の重要性
を周知する。

・110ばん協力車によるながらパトロールに
参加してもらうため、各広報媒体や高齢者世
帯訪問等を通じ制度を広く周知し、参加者の
拡充を図る。

・地域安全支援員を対象とした研修会を実施
する。

市民安全課

73 ハードとソフト両面から、
犯罪の起こりにくい総合的
な環境づくりを推進しま
す。

・犯罪の防止に配慮した基
盤整備
・住宅等の防犯対策の啓発
・児童等の安全確保のため
の取組の推進

- 有

・全ての保育園・幼稚園、小学校において、
防犯教育が行われている状態にする。

・小・中学校を対象とした通学路の安全点検
に参加し、対策を講じることで安全安心が確
保されている状態にする。

・各保育園・幼稚園、小学校で防犯教室を実
施する。

・小・中学校を対象とした通学路の安全点検
に参加し、対応を検討する。

市民安全課

①除雪対策
の充実

74 要援護世帯に対し、住居の
屋根及び玄関前の除雪費用
の一部を助成します。

・除雪費の一部助成

- 有

・要援護世帯除雪費助成事業の対象となる全
ての世帯が助成を受け、除排雪できている状
態とする

民生委員・児童委員を通して対象者を決定
し、限度額内において除排雪に要した費用の
一部を助成する。

生活援護課

75 通学路を対象とした、きめ
細やかな除雪を実施し、冬
期間における通学児童・生
徒の安全確保を図ります。

・小中学校の通学路を対象
とした歩道除雪の推進
・幅員が狭く、除雪機械が
入れない歩道や歩道がない
通学路などは、車道を拡幅
し、歩行者空間の確保に努
める

- 有

・小中学校の通学路を対象とした歩道除雪の
推進。

・幅員が狭く、除雪機械が入れない歩道や歩
道がない通学路などは、車道を拡幅し、歩行
者空間の確保に努める。

・通学路の変更や追加があった場合は、歩道
除雪の可不可について、除雪事業者と現地確
認を行い、実施が可能と判断した路線は、R6
年度の冬期道路交通確保除雪計画に登載し、
除雪を行う。

道路課
（雪対策室）

76 中山間地域の冬期間におけ
る地域住民の安全で安心な
生活環境を確保します。

・集落内の主要生活道路の
除雪、高齢者世帯等の除雪
支援及び公共施設等の除雪
を集落に委託 - 有

・9地区13集落について集落内の主要生活道
路の除雪等の業務を実施する。

・新潟県に対して本事業の継続と活動主体や
事業実施対象地域の要件の緩和について引き
続き要望していく。

・9地区13集落へ集落内の主要生活道路の除
雪等の業務を委託する。

・新潟県に対して本事業の継続と活動主体や
事業実施対象地域の要件の緩和について要望
を行う。

地域政策課

77 中山間地域の集落において除
雪等要支援者の除雪等を支援
するため、ボランティア活動
として除雪等を行う人を派遣
する住民組織等に対し、補助
金を交付します。

・住民組織等の除雪等ボラ
ンティア活動支援

- 有

・中山間地域の各区において制度の活用を働
きかけ、除草や除雪等の支援を要する世帯に
対し、近隣地域または市内で支援する支え合
い体制の維持を目指す。

・実施団体への聞き取りによりニーズを把握
し、必要に応じて補助金を交付する。
・実施団体への聞き取り内容を参考に制度の
在り方を検討していく。
＊地域支え合い体制づくり事業補助金　1地
区×5万円

地域政策課

(3)冬期間の安全
な通行空間の確
保と除雪に必要
な施策を推進し
ます。

18



第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）

担当課
基
本
目
標

取
組
の

方
向
性

予
算
計
上

の
有
無

目標

※赤字部分は第1回会議の内容から変更となった箇所

第5次人まち計画での位置付け

No. 事業内容 事業計画 計画
（具体的な取組内容）

令和６年度（案）

施策の方向

基
本
方
針

資料№2-2

(1)誰もが安全か
つ快適に利用で
きるよう施設整
備を推進しま
す。

①公共施設
におけるユ
ニバーサル
デザインの
推進

78 市の施設を誰もが安全・安
心で快適に利用できるよう
にするため、公共建築物ユ
ニバーサルデザイン指針に
基づく整備を推進します。

・公共建築物ユニバーサル
デザイン指針に基づく市の
施設整備
（学校施設、公民館、体育
施設、観光施設等）
・わかりやすい誘導・案内
看板等の設置

- 有

・市の施設の新設、増設、改修にあたり、公
共建築物ユニバーサルデザイン指針に基づい
て設計されているか事前協議を行い、指針に
基づく整備を推進することにより、利用者の
安全かつ快適な利用を図る。
＊適合率100%を目指す
（構造上やむを得ない場合等を除く）

・施設の整備において、ユニバーサルデザイ
ン指針に基づき設計されているか、予算要求
時や実施前に事前協議を確実に行う。
・各課の修繕見込みから内容お確認し、指針
適合に結び付ける。

多文化共生課

②民間施設
におけるユ
ニバーサル
デザインの
推進

79 民間の公共的施設が誰もが
使いやすい施設となるよ
う、新潟県福祉のまちづく
り条例に基づき協議や指
導、助言を行います。

・新潟県福祉のまちづくり
条例整備マニュアルに基づ
く民間施設（病院、社会福
祉施設、商業施設等）の整
備に係る協議・指導・助言
の実施

- 有

・民間の公共的施設について、県福祉のまち
づくり条例整備マニュアルに基づく協議、指
導、助言を実施し、マニュアルに基づく整備
を推進することにより、利用者の安全かつ快
適な利用を図る。
＊適合率55%（県の目標値）以上を目指す。

・新潟県福祉のまちづくり条例整備マニュア
ルに基づく事前協議を行い、不適合箇所への
指導・助言を行う。

多文化共生課

③誰もが暮
らしやすい
居住環境の
整備

80 在宅で生活する高齢者の自
立を推進するため、住宅リ
フォームを支援します。

・補助金の交付

- 有

・高齢者の自立した生活の維持・改善、介護
者の負担軽減などに繋がる助成内容となるよ
う必要に応じ助言を行う。

・改修工事の実施前、必要に応じて現地を訪
問し、改修箇所や改修方法について、専門的
知見から助言を行う。
・改修工事の完了後、必要に応じて現地を訪
問し、利用者の身体状況に適合した改修と
なっているか、確認を行う。
・訪問は5件/月×12＝60件/年（介護保険の
住宅改修を含む件数）を目標とする。

高齢者支援課

81 障害のある人が住み慣れた
住宅で安心して自立した生
活を送られるよう、住宅リ
フォームを支援します。

・補助金の交付

- 有

・障害のある人が住環境を整備し、自立した
生活を営めるよう、手帳交付時の説明により
引き続き周知の徹底を図る。また、必要以上
に申請者を待たせることがないよう、手続き
を速やかに行う。

・補助金の交付
補助額：50万円（日常生活用具給付事業の居
宅生活動作補助用具給付対象者は30万円）に
下記区分による割合を乗じて得た額
　＊生活保護世帯　　10/10
　＊所得税非課税世帯　3/4
　＊その他の世帯　　　1/2

福祉課

82 空き家等の適切な管理及び
活用促進を図ることによ
り、市民一人ひとりが安全
安心に暮らすことができる
生活環境を確保します。

・所有者等による空き家等
の適切な管理の促進

- 有

・安全安心な生活環境の確保に向け、空き家
等の所有者等に対し適切な維持管理を促進す
る。

・広報上越や市ホームページ等を活用して、
空き家対策に関する啓発を行う。
・所有者等に対して、空き家等の適切な管理
が図られるよう、助言・指導を通知するとと
もに、適正管理に向けた依頼を行う。
　＊助言・指導通知　3回
　＊適正管理依頼　1回＋随時

建築住宅課

83 雁木の保存と活用を推進す
るため、地域指定を受けて
いる地域において、雁木の
新築・修繕・雁木下通路の
段差解消工事に対し支援し
ます。

・補助金の交付

- 有

・雁木の保存と活用を推進するため、地域指
定を受けている地域において、雁木の新築・
修繕・雁木下通路の段差解消工事に必要な費
用を補助する。

・県の空き家利活用支援事業補助金を活用
し、県外転入者及び子育て世帯を対象とした
インセンティブとして補助金加算額を設ける
（最大325千円）
＊補助率：1/2　補助限度額：650千円
＊加算額：最大325千円（補助額の1/2）

・雁木の保存と活用を推進するため、地域指
定を受けている地域において、雁木の新築・
修繕・雁木下通路の段差解消工事に必要な費
用を補助する。

・雁木のある地域、特に地域指定を受けてい
る地域に対し制度の周知を行い、補助金利用
の促進を図ることで、雁木の保存と活用を推
進していく。

文化振興課
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第5次人にやさしいまちづくり推進計画　令和６年度実施計画（案）

担当課
基
本
目
標

取
組
の

方
向
性

予
算
計
上

の
有
無

目標

※赤字部分は第1回会議の内容から変更となった箇所

第5次人まち計画での位置付け

No. 事業内容 事業計画 計画
（具体的な取組内容）

令和６年度（案）

施策の方向

基
本
方
針

資料№2-2

(1)誰もが安心し
て移動できるよ
う地域公共交通
の維持・確保に
取り組みます。

①地域公共
交通の利便
性の向上

84 地域の実情にあった公共交
通の再編を行い、地域公共
交通を維持・確保します。

・利便性、持続可能性に配
慮した路線バスの再編

- 有

・第2次総合公共交通計画（後期再編計画）
（令和6年度から令和9年度）に基づくバス路
線等の再編を通じ、公共交通により市民の日
常生活の移動手段を確保するとともに、将来
にわたって持続可能な公共交通ネットワーク
の構築を図る。

・浦川原区及び大島区において予約型コミュ
ニティバスを導入（令和6年4月実証運行、令
和6年10月本運行(予定)）するほか、板倉区
において予約型コミュニティバスの導入準備
を行う（令和7年4月実証運行(予定)）。
【浦川原区・大島区】予約型コミュニティバ
ス実証運行業務委託料ほか 8,671千円
【板倉区】庁用自動車購入費ほか10,421千円

・後期再編計画に基づくバス路線等の再編と
利用促進策の実施
・毎年の利用状況を踏まえたバス路線の評
価・検証と、評価結果に関する地域住民等と
の情報共有及び更なる再編検討の実施

交通政策課

85 運行の安定性・安全性・快
適性の向上に取り組みま
す。

・鉄道事業者安定経営支援
補助金、バス運行対策費補
助金の交付による生活交通
の維持確保

- 有

・鉄道事業者安定経営支援補助金及びバス運
行対策費補助金の交付により、生活交通の維
持確保を図る。
　えちごトキめき鉄道安定経営
　支援補助金　76,736千円
　北越急行安全輸送設備等整備
　事業補助金　10,855千円
　バス運行対策費補助金
　456,738千円
　住民主導型コミュニティ交通
　事業負担金　10,610千円

・鉄道事業者安定経営支援補助金及びバス運
行対策費補助金の交付
・互助による輸送を行う団体に対する負担金
の交付

交通政策課

86 分かりやすい運行情報や利
用案内の提供に取り組みま
す。

・分かりやすい路線系統表
示や時刻表、啓発資料の作
成
・バス事業者が導入するバ
スロケーションシステムに
補助金を交付し、バスの利
用環境を向上させる。

- 有

・時刻表や啓発資料について、法定協議会や
利用者の意見を踏まえて見直し、継続的な利
用促進を図る。
・バスの位置情報が把握できるバスロケー
ションシステムを運用する。
　バス運行対策費補助金　3,680千円

・法定協議会や利用者の意見を踏まえた時刻
表や啓発資料の作成・配布
・バス事業者に対し、バスロケーションシス
テム運用に係る経費を支援

交通政策課

87 運行の安全性・快適性の向
上に取り組みます。

・国の補助事業の活用によ
る福祉タクシーの導入促進 - 無

・福祉タクシーの導入促進に取り組み、障害
者等の交通弱者の移動手段を確保する。

・福祉タクシーの導入促進に向け、関係団体
等に補助制度等の情報発信を行う。

福祉課

①安全・安
心な歩道・
道路の整備

88 誰もが安全に安心して移動
できる歩道や道路を整備し
ます。

・歩道・道路整備の推進

- 有

・道路整備計画に基づき、歩道及び道路整備
を実施する。

【歩道築造】
　L=0.3ｋｍ（2路線）
【道路築造】
　L=0.5ｋｍ（12路線）

道路課

89 歩行者などの交通の安全確
保や街頭犯罪の未然防止を
図るため、集落間通学路に
防犯灯を整備します。

・防犯灯整備

- 有

・集落間の通学路において、必要な箇所に防
犯灯が設置されている状態にする。

・市が管理する防犯灯の適正な維持管理 市民安全課

90 交通事故の発生を防止する
ため、カーブミラーを維持
管理・整備します。

・カーブミラーの整備

- 有

・必要な箇所にカーブミラーが設置されてい
る状態にする。

・必要な箇所へのカーブミラーの設置
・市が管理するカーブミラーの適正管理

市民安全課

(2)誰もが安全か
つ快適に移動で
きるよう歩道・
道路整備を推進
します。
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